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   第 ９ 回   熊本県議会  文教治安常任委員会会議記録 

 
平成23年３月10日(木曜日) 

            午前10時３分開議 

            午後０時37分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第56号 平成23年度熊本県一般会計予

算 

 議案第60号 平成23年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計予算 

 議案第63号 平成23年度熊本県育英資金等

貸与特別会計予算 

 議案第91号 熊本県立学校職員の給与に関

する条例及び熊本県市町村立学校職員

の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 議案第92号 藤崎台県営野球場条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議案第93号 熊本県警察職員定数条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第94号 熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 議案第101号 熊本県就学前教育振興「肥

後っ子かがやきプラン（改定版）」の策

定について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

  ①県立特別支援学校整備計画(案）につ

 いて 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

        委 員 長 守 田 憲 史 

        副委員長 船 田 公 子 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 倉 重   剛 

        委  員 松 村   昭 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 早 田 順 一 

欠席委員（１人） 

        委  員 竹 口 博 己 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 山 本 隆 生 

        教育次長 岡 村 範 明 

        教育次長 岩 瀨 弘 一 

        教育次長 阿 南 誠一郎 

      教育政策課長 松 永 正 男 

      高校教育課長 瀬 口 春 一 

      義務教育課長 谷 口 慶 志 郎 

      学校人事課長 栁 田 誠 喜 

      社会教育課長 小 野 賢 志 

    人権同和教育課長 川 上 修 治 

        文化課長 小 田 信 也 

      体育保健課長 城 長 眞 治 

        施設課長 後 藤 泰 之 

    高校整備政策監兼 

    高校整備推進室長 山 本 國 雄 

 警察本部 

         本部長 中 尾 克 彦 

        警務部長 金 高 弘 典 

      生活安全部長 吉 村 郁 也 

        刑事部長 吉 田 親 一 

        交通部長 富 永 義 喜 

        警備部長 古 川 隆 幸 

       首席監察官 中 野 洋 信 

    参事官兼警務課長 池 部 正 剛 

    参事官兼会計課長 緒 方 博 文 

        総務課長 吹 原 直 也 

        参事官兼 
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    生活安全企画課長 那 須 賢 兒 

  参事官兼刑事企画課長 本 山 秀 樹 

  参事官（組織犯罪対策）吉 長 立 志 

  参事官兼交通企画課長 田 上 隆 章 

      交通規制課長 髙 野 利 文 

  参事官兼警備第一課長 中 島 恵 一 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 濱 田 浩 史 

     政務調査課主幹 木 村 和 子 

――――――――――――――― 

午前10時３分開議 

○守田憲史委員長 それでは、ただいまから

第９回文教治安常任委員会を開会いたしま

す。 

 まず、本日の委員会に３名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 次に、本委員会に付託された議案を議題と

し、これについて審査を行います。 

 議案について、教育委員会、警察本部の順

で執行部の説明を求めた後に、一括して質疑

を受けたいと思います。 

 なお、説明等を行われる際は、着席のまま

で結構です。 

 それでは、山本教育長から総括説明を行

い、続いて担当課長から順次説明をお願いし

ます。 

 

○山本教育長 おはようございます。 

 それでは議案の説明に先立ちまして、一言

御礼を申し上げます。 

 守田委員長初め委員各位におかれまして

は、この１年間、教育行政全般にわたりまし

て大変熱心に御指導、御支援をいただきまし

て、まことにありがとうございました。 

 また、先日行われました各県立学校の卒業

式に際しましては、時節柄大変御多用中にも

かかわりませず御出席をいただき、卒業生に

対して心温まる励ましのお言葉をいただきま

したことに対しまして、この場をおかりして

厚く御礼申し上げます。 

 ところで、平成21年２月議会で議決いただ

いて策定いたしましたくまもと「夢への架け

橋」教育プランも来年度は３年目を迎えま

す。 

 今後も、このプランを着実に推進してまい

りたいというふうに考えております。 

 それでは、今議会に提案いたしております

教育委員会関係の議案の概要について、御説

明申し上げます。 

 まず、当初予算関係でございます。 

 まず、平成23年度当初予算につきまして

は、第56号議案熊本県一般会計予算、第60号

議案熊本県立高等学校実習資金特別会計予算

及び第63号議案熊本県育英資金等貸与特別会

計予算におきまして、総額1,576億3,000万円

余をお願いいたしております。また、翔陽高

校教室棟改築工事等の債務負担行為の設定を

お願いいたしております。 

 以下、来年度予算で取り組みます主な施策

及び事業について、御説明いたします。 

 まず、学力向上でございます。基礎学力向

上のために、良好な学習環境の整備に取り組

んでまいります。 

 授業の質の向上に向けた新たな取り組みと

いたしましては、授業力に秀でた教員を授業

マイスターに認定し、公開授業や研修会等を

通じて授業のスキルなどの伝授を進めます。 

 児童生徒の学力向上対策につきましては、

生活環境などから生じている教育格差を、小

学校低学年から早期に解消するための実践研

究を行い、基礎学力の確実な定着を引き続き

推進してまいります。 

 さらに、学校、家庭と地域ボランティアを

結ぶ地域教育コーディネーターを養成するな

ど、地域の力を結集して教育の社会的・経済

的要因による格差の解消を着実に図ってまい

ります。 

 中学生の英語力の向上につきましては、新
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たに本県独自の英語音声教材ＣＤを開発し、

解説資料等を添付して配付し、授業における

補助教材や家庭での自主学習の教材として活

用いたします。 

 環境教育につきましては、児童生徒の水俣

病についての正しい理解を図り、環境保全活

動や環境問題の解決に意欲的にかかわろうと

する態度や能力を育成いたします。従来は県

内公立小学校の５年生のうち、毎年３分の１

程度が水俣市に行って学習をしておりました

けれども、来年度はすべての５年生が学習に

行けるよう支援してまいります。 

 道徳教育につきましては、本県独自の道徳

教育用教材「熊本の心」の開発・作成を行う

ことなどにより、本県における道徳教育の充

実を図ってまいります。 

 いじめ・不登校対策でございますけれど

も、それらの積極的予防及び解消に向け、カ

ウンセリング技能向上のための教職員研修の

実施やスクールカウンセラー、いじめ・不登

校アドバイザー、スクールソーシャルワーカ

ーなどの活用を通して、学校における教育相

談体制の支援を引き続き図ってまいります。

中でも、スクールソーシヤルワーカーにつき

ましては、精神保健福祉士や社会福祉士の国

家資格を有する者を配置し、学校現場に福祉

の視点を取り入れたことにより、家庭環境に

起因する問題の解決につながっておるところ

でございます。 

 次に、就職支援でございます。高校生の就

職を支援する取り組みにつきましては、企業

等との連携により、高校生インターンシップ

日本一を目指し、生徒の勤労観・職業観を醸

成いたします。 

 また、商工観光労働部と連携した新たな取

り組みといたしまして、熟練技能者等を主に

工業高校へ派遣し、生徒の専門性を高め、進

路目標の確立を図りたいと考えております。 

 特別支援教育につきましては、重度・重複

障害児童生徒の安全で安心な学習環境を整備

するための、新たな特別支援学校設置に向け

た基本構想策定費をお願いいたしておりま

す。 

 県立高等学校再編整備の推進に向けた取り

組みでございますけれども、県立高等学校再

編整備等基本計画等に基づき、中期案件に係

る施設整備や開校準備等を進めるとともに、

前期再編整備対象校の学校運営を支援いたし

てまいります。 

 次に、品格あるくまもとの中で、文化振興

を通した品格あるくまもと創造に向けた取り

組みでございます。 

 鞠智城については、山鹿市、菊池市で開か

れる古代山城サミットにおいてシンポジウム

を開催するなど、特別史跡の指定に向け、全

国的な認知度向上に取り組んでまいります。 

 世界文化遺産登録につきましては、阿蘇、

万田坑・三角西港といった近代化産業遺産、

天草のキリスト教関連遺産についての取り組

みを着実に進めてまいります。 

 さらに、一昨日の８日から、九州新幹線全

線開業を記念した特別展細川コレクション永

青文庫の至宝展を県立美術館で開催したとこ

ろでございます。今後も細川コレクション永

青文庫の魅力を、より多くの方々に紹介して

まいります。 

 次に条例議案でございますけれども、条例

議案といたしましては、第92号議案藤崎台県

営野球場条例の一部を改正する条例の制定に

ついて外１件でございます。 

 この条例は、藤崎台県営野球場のスコアボ

ードの改修に伴い、使用料を改定するもので

ございます。改修により、得点の２桁表示や

チーム名の電光表示、選手名や試合等の映像

表示が可能になるなど、スコアボードの機能

がグレードアップし、より充実したものとな

ります。 

 その他議案といたしまして、第101号議案

熊本県就学前教育振興「肥後っ子かがやきプ

ラン(改定版)」の策定についてでございま
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す。 

 このプランは、本県の就学前教育振興の基

本方針を示すものでございます。今後このプ

ランに基づき、就学前の子供をたくましく心

豊かにはぐくんでまいりたいと考えていま

す。 

 各議案の詳細につきましては担当課長から

説明いたしますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 次に、特別支援学校の整備につきまして、

先日の３月定例教育委員会で整備計画案を決

定いたしましたので、御報告申し上げます。 

 本整備計画は、県立特別支援学校が抱える

喫緊の課題への早急な対応を図るため、県教

育委員会として、今後の整備の方針及び整備

の内容を示すものであり、後ほど御説明申し

上げますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 以上でございます。  

 

○松永教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 教育委員会資料の、まず第１ページをお願

いいたします。教育委員会の平成23年度当初

予算案の総括的な表でございます。 

 まず、上段の表の一般会計予算は、総額1,

558億1,671万円余、平成22年度当初予算との

比較では、１億400万円余、0.1％の微増とな

っております。 

 各課別内訳表につきましては、表のとおり

でございます。 

 一般会計に２つの特別会計を加えた教育委

員会の当初予算総額は、一番下段でございま

すが、1,576億3,852万円余で、やはり対前年

比で微増となっております。 

 各事業の説明に入ります前に、資料の中で

共通しております項目について御説明申し上

げます。 

 資料２ページ以降に、説明欄に「職員給与

費」と記載してあるものがございます。これ

は職員給与についての所要の見込み額を計上

したものでございます。したがいまして、こ

の点につきましては関係課の説明は割愛させ

ていただきます。 

 それでは、資料の２ページをお願いいたし

ます。教育政策課の当初予算について、御説

明申し上げます。 

 まず、上段の教育委員会費ですが、1,303

万5,000円をお願いしております。これは、

教育委員５人の報酬及び教育委員会の運営費

でございます。 

 下段の事務局費ですが、15億4,269万5,000

円をお願いしております。主なものとして

は、職員給与のほか学校における情報通信技

術を活用した教育の推進に要する経費や、教

育振興基本計画の推進に要する経費、また授

業力に秀でた教員を授業マイスターとして認

定し、広く県内において活用するために要す

る経費でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 上段の教職員人事費ですが、15億706万9,0

00円をお願いしております。主なものとして

は、平成13年度までに建設しました教職員住

宅の公立学校共済組合への償還金などや、住

宅廃止に伴う解体に要する経費並びに住宅の

維持修繕に要する経費でございます。また、

教育委員会事務局職員及び学校教職員の子ど

も手当でございます。 

 下段の教育センター費ですが、8,557万5,0

00円をお願いしております。主なものとし

て、教育センターの運営費や教科等研修及び

講座などに要する経費でございます。 

 資料の４ページをお願いいたします。 

 最後に、恩給及び退職年金費ですが、３億

4,909万4,000円をお願いしております。 

 以上、総額34億9,746万8,000円でございま

す。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 
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○瀬口高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 資料の５ページをごらんください。一般会

計予算について、御説明申し上げます。 

 上段の事務局費は、3,763万8,000円をお願

いしております。１の(1)県立高等学校教育

整備推進事業等は、八代地区及び水俣地区の

新設高校の開校準備及び前期再編統合対象校

の閉校に伴う経費など、再編整備の推進等に

要する経費でございます。 

 (2)の育英資金未収金回収強化事業は、緊

急雇用創出基金を活用しまして、督促業務等

のための非常勤職員の任用等、未収金回収対

策に要する経費でございます。 

 次の段の教育指導費は、３億7,200万2,000

円をお願いしております。右説明欄の主なも

のについて、御説明申し上げます。 

 １の(1)通学支援事業は、県立高校の再編

統合に伴う矢部高校、上天草高校の通学支援

に要する経費でございます。 

 次の２の(1)の「夢への架け橋」進学支援

事業は、教員の専門性と実践的指導力向上に

向けた、外部講師を活用した講義など、各種

研修等の実施に要する経費でございます。 

 一番下(6)のキャリア教育推進事業は、高

校生の就業体験インターシップの実施等に要

する経費でございます。特に、県立高校普通

課の参加率を向上させたいと考えておりま

す。 

 資料６ページをごらんください。 

 (7)の高校生キャリアサポート事業は、緊

急雇用創出基金を活用しまして求人開拓等を

行うキャリアサポーターの配置など、高校生

の就職支援に要する経費でございます。 

 (9)の就業支援プロジェクトは、熟練技術

者等を主に工業高校へ派遣しまして、実践的

な技術、技能の指導を行うために要する経費

で、産業人材育成課と連携をとりながら実施

するものでございます。 

 ３の(1)初任者研修は、新規採用教員に対

する研修及び研修を受講している初任者のか

わりに授業を行います、非常勤講師の採用等

に要する経費でございます。 

 下段の教育振興費は、4,731万7,000円をお

願いしております。これは１(1)の県立中学

校３校の運営に要する経費及び２の(1)の県

立中学校の入学者選抜に要する経費でござい

ます。 

 次の７ページをごらんください。 

 上段の高等学校総務費は、1,047万9,000円

をお願いしております。これは１(1)の県立

高等学校入学者選抜に要する経費でございま

す。 

 下段の教育振興費は、１億1,470万6,000円

をお願いしております。これは、１(1)の理

科教育設備や、一番下の５(1)産業教育設備

の整備に要する経費及び中ほどの２から４

は、定時制及び通信制課程の生徒に対する就

学奨励資金などに要する経費でございます。 

 次、資料の８ページをごらんください。 

 上段の学校建設費は、１億6,361万6,000円

をお願いしております。これは、県立中学校

の設置や県立高校の再編統合に伴う施設整備

に要する経費でございます。 

 中段の特別支援学校費は、2,046万7,000円

をお願いしております。これは、特別支援学

校における施設等の整備や運営に要する経費

でございます。特に１(2)の重度・重複障が

い児童生徒のための学習環境整備事業につき

ましては、安全で安心な学習環境を整備する

ための、新たな特別支援学校設置に向けた基

本構想策定費をお願いしております。 

 下段の保健体育総務費は、747万円をお願

いしております。これは、定時制の生徒に対

する給食費補助等に要する経費でございま

す。 

 資料の９ページをごらんください。 

 上段の県立高等学校実習資金特別会計繰出

金は、4,048万9,000円をお願いしておりま

す。これは、一般会計から県立高等学校実習
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資金特別会計へ繰り出すもので、括弧書きに

ありますように、水産高校における実習船ド

ッグ経費等に充当するものでございます。 

 ２段目の、育英資金等貸与特別会計繰出金

は、２億8,008万8,000円をお願いしておりま

す。これは、国の経済対策に伴う高等学校等

奨学金緊急支援事業に活用するため、育英資

金等貸与特別会計へ繰り出すものでございま

す。 

 以上、一般会計は10億9,427万2,000円をお

願いしております。 

 続きまして、特別会計について御説明申し

上げます。資料の10ページをごらんくださ

い。 

 まず、熊本県立高等学校実習資金特別会計

でございます。上段の農業高等学校費は、１

億8,014万5,000円をお願いしております。こ

れは、１(1)の農業関係高等学校12校の実習

運営に要する経費及び２(1)の県立高等学校

実習基金の運用利息の積立金でございます。 

 次の水産高等学校費は、7,070万9,000円を

お願いしております。これは、水産高校にお

ける実習船及び実習運営に要する経費でござ

います。 

 資料11ページをごらんください。 

 次に、熊本県育英資金等貸与特別会計でご

ざいます。育英資金等貸付金は、15億7,095 

万5,000円をお願いしております。これは、

１(1)の育英資金貸付金の、大学生や高校生

等に対する奨学金の貸与に要する経費や、

(2)高等学校等奨学金緊急支援事業及び(3)高

等学校通学費奨学金貸付金に要する経費でご

ざいます。 

 特別会計につきましては、計18億2,180万

9,000円をお願いしております。 

 以上、一般会計及び特別会計の総額は29億

1,608万1,000円でございます。 

 次に、資料の31ページをごらんください。

債務負担行為の設定につきまして、御説明申

し上げます。 

 新たに設置します玉名高校附属中学校の技

術棟建築に要する経費について、限度額１億

5,658万5,000円の設定をお願いしておりま

す。 

 以上、御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

 

○谷口義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 まず当初予算関係について、12ページをお

願いいたします。 

 教育指導費３億2,536万9,000円をお願いし

ております。主なものについて御説明させて

いただきます。 

 まず、２の学校教育指導費でございます

が、(3)の基礎学力向上システム推進事業は

昨年度からの継続事業で、生活環境等から生

じる教育格差を小学校低学年の早期から対処

するシステムづくりのための実践研究を行

い、その成果の普及に要する経費でございま

す。 

 (4)道徳教育総合支援事業は、新学習指導

要領の内容等を踏まえ、本県独自の道徳教育

用教材「熊本の心」の開発作成を行い、県内

すべての公立小中学校に配布し、学校におけ

る道徳の時間等での活用を図ることで、本県

における道徳教育の充実に資するための経

費、全額国庫でございます。 

 (5)の日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥後

っ子」推進事業は、これまで５年生の３分の

１を派遣していましたこどもエコセミナーと

は異なり、県内すべての公立小学校５年生を

水俣に派遣し、水俣病についての正しい理解

を図り、環境保全活動や環境問題の解決に意

欲的にかかわろうとする態度や能力を育成す

るための経費でございます。 

 (6)のくまもと中学生英語力アップ支援事

業は、本県独自の英語音声教材ＣＤ及び解説

資料に加え、教師用の活用マニュアルを作成

配布し、授業や家庭での活用を進めることで
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英語力の向上を図るための経費でございま

す。ＣＤは各学年１枚、約70分の構成で、そ

の内容は、各学年の学習内容に応じ、また熊

本の自然や伝統・文化等に関することも盛り

込んだ重要な基本文や会話表現などをネイテ

ィブスピーカーにより録音したものを考えて

おります。 

 13ページをお願いいたします。 

 ３の教員研修費でございますが、教員の資

質や指導力、専門性の向上を図るため、(2) 

の小中学校の新規採用教員に対する初任者研

修や、(3)ですが、17年目研修や民間企業等

での１年間の異業種体験を行う長期社会体験

研修などを行う教職経験者研修、それに(4) 

の指導が不適切な教諭等のための指導改善研

修などの実施に要する経費でございます。 

 次に４の児童生徒の健全育成費でございま

すが、(2)のいじめ・不登校対策総合推進事

業は、いじめや不登校の積極的予防及び解消

を図るために教職員研修の実施やスクールカ

ウンセラー等の配置による教育相談体制等の

支援などに要する経費でございます。 

 (4)の子どもたちの未来を拓く教育環境改

善事業は、学校だけでは解決が困難な家庭環

境等に起因する不登校等の解消のため、スク

ールソーシャルワーカーの配置などに要する

経費でございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 次に、保健体育総務費448万1,000円をお願

いしております。学校保健給食振興費の主な

ものとして、(1)の食育推進事業は、食育推

進のための指導者の養成研修や指定校による

研究等を実施するために要する経費でござい

ます。 

 以上、総額３億2,985万円でございます。 

 続きまして条例議案等ですが、議案第101

号の熊本県就学前教育振興「肥後っ子かがや

きプラン(改訂版)」の策定についてでござい

ます。39ページをお願いいたします。 

 プランは、別冊にしております。また参考

資料として、概要をまとめたものを１枚お配

りしております。 

 本件につきましては９月議会の本委員会で

御説明させていただいているところですが、

今回は議案として提案いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

 説明は、説明資料39ページで行いますの

で、その内容欄をごらんください。 

 １の制定改廃の必要性についてでございま

すが、本県において平成15年３月に策定しま

した熊本県就学前教育振興「肥後っ子かがや

きプラン」の計画期間が本年度末で満了する

ため、その後の本県就学前教育振興の基本方

針を示す改訂版プランを策定するものでござ

います。 

 本プランは、熊本県行政に係る基本的な計

画の策定等を議会の議決事件として定める条

例に基づき、あらかじめ議会の議決を経なけ

ればならない計画であるため、本議会へ提案

するものでございます。 

 次に、２の内容について御説明いたしま

す。(1)位置付けをごらんください。 

 本プランは、就学前の子供がたくましく心

豊かに育つことを目的に、県が総合的に取り

組むための基本となる計画でございます。ま

た、子供の育ちにかかわる、家庭、幼稚園、

保育所等、地域社会、市町村、県等が就学前

教育の充実に向けて連携し合いながら、それ

ぞれの立場で推進するための基本となる考え

を示すものでございます。 

 なお、改定の流れについては資料には書い

ておりませんが、昨年度から改定作業を開始

し、幼稚園・保育所等の各機関の代表等の委

員で構成する改定委員会及び審議会からの意

見聴取やパブリックコメントなどにより県民

の声を広く伺いながら計画策定に取り組んで

まいりました。 

 (2)の、基本目標をごらんください。本プ

ランの基本目標は「子どもが「『生きる力』

の基礎｣を身に付け、たくましく心豊かに育
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つために、家庭、幼稚園・保育所等地域社会

が｢人と人｣｢心と心｣をつなぎ合いながら教育

機能を高め、子どもたちが自己肯定感をも

ち、安心感・信頼感に包まれながら育つ環境

づくり」としております。 

 この基本目標を具現化するために、(3)に

示しておりますように、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの３つの

基本方向を掲げております。 

 今回の改定の大きなポイントは、家庭教育

の重視でございます。家庭教育については、

現行プランで基本方向Ⅱに示していたもの

を、その重要性にかんがみ、改定版において

は基本方向Ⅰに位置づけ、その内容の充実を

図りました。 

 (4)の内容構成でございますが、第１章に

は改定の背景、第２章にはプランの基本方

針、第３章には基本方針に基づく具体的施策

を示しております。 

 (5)の計画期間については、平成23年度か

ら平成27年度までの５年間としております。 

 以上、概要を御説明しましたが、本議会で

議決をいただきましたら、この計画に基づき

関係各課で連携を図りながら、就学前教育の

さらなる振興・充実を図っていきたいと考え

ております。 

 義務教育課については、以上でございま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○栁田学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 資料の15ページをお願いします。 

 学校人事課１段目の事務局費でございま

す。２億7,915万円余を計上しております

が、これは事務局職員の退職手当でございま

す。7,400万ほど前年度よりもふえておりま

すのは、定年退職者が増加しているためでご

ざいます。 

 次の段の教職員人事費でございますが、12

2億6,659万円余を計上しております。メーン

は、１番に示しておりますように、教職員の

退職手当でございます。これも前年よりも定

年退職予定者が56名ほどふえますので、大幅

に増額になっております。 

 ２番目の管理運営費でございますけれど

も、(1)は本課及び教育事務所の管理業務費

に係る経費でございます。 

 (3)の「夢への架け橋」教育支援事業でご

ざいますが、これは退職教員等を活用しまし

て小中学校の不登校支援を行う経費、それか

ら特別支援学校で食事等の介助を行う経費を

計上しております。 

 (4)の学校環境整備緊急雇用創出事業です

が、これは緊急雇用創出基金を活用いたしま

して、学校周辺のパトロールの委託経費、そ

れから再編高校の環境整備を行う経費でござ

います。 

 16ページをお願いします。 

 一番上の教職員費、これは小学校職員に係

る給与費それから旅費でございます。598 

億9,636万円を計上しております。 

 ２段目の教職員費は、中学校教職員に係る

給与費及び旅費でございます。339億6,846万

円余を計上いたしております。前年よりも大

幅に減額になっておりますのは、昨年の人事

委員会勧告で期末勤勉手当が0.2カ月減額の

勧告を受けましたので、そのことによって大

幅に減額になっております。 

 一番下の高等学校総務費でございますが、

255億4,130万円余を計上いたしております。

これは高等学校職員の給与費並びに非常勤講

師の通勤旅費それから人件費でございます。 

 17ページをお願いします。 

 一番上の全日制高等学校管理費でございま

す。16億8,812万円余を計上いたしておりま

す。これは、全日制高等学校の運営費並びに

教職員の旅費に係るものでございます。 

 ２段目の定時制高等学校管理費3,165万円

余を計上いたしております。これは定時制高

等学校の運営費と、教職員の旅費でございま
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す。 

 一番下の通信教育費674万円余は、通信制

の高等学校の運営費並びに教職員の旅費でご

ざいます。 

 18ページをお願いします。 

 特別支援学校費86億2,409万円余を計上い

たしております。これは、特別支援学校の教

職員の給与費がメーンでございます。それ以

外に２番目に、学校運営費ということで、特

別支援学校の運営費並びに教職員の旅費、そ

れから３に記載しておりますように、特別支

援学校の就学奨励費というとこで、特別支援

の児童生徒の就学のために必要な給食費や交

通費、修学旅行費等を支給するための経費で

ございます。 

 学校人事課は、総額1,423億248万円余を計

上いたしております。 

 次に、資料の33ページをお願いします。 

 議案第91号でございます。条例等の議案で

ございますが、熊本県立学校職員の給与に関

する条例及び熊本県市町村立学校職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。 

 これは、県立学校職員それから市町村立学

校の義務教育等教員特別手当の見直しに伴い

まして、関係規定を整備するものでございま

す。 

 ２番目に改正内容を示しておりますが、こ

れは義務教育費国庫負担金の算定基準の引き

下げに伴いまして、条例で定めております手

当の最高額を月額１万1,700円から8,000円に

引き下げるものでございます。 

 この条例の施行は、23年４月１日からをお

願いしております。 

 学校人事課は、以上でございます。御審議

のほど、よろしくお願いします。 

 

○小野社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料は、19ページをお願いいたしま

す。主なものにつきまして、御説明をさせて

いただきます。 

 社会教育費の説明欄２番目に上げておりま

す地域・家庭教育力活性化推進事業費の(1)

地域教育コーディネーターの育成・活用事業

は、国庫補助を活用しまして学校、家庭、地

域のボランティア団体、専門機関を結ぶコー

ディネーターを育成し、活用を行う市町村へ

の補助等に要する経費でございます。これま

で国の委託事業で実施しておりました学校支

援地域本部事業は、この事業の中で実施する

ことが可能となります。 

 同じく(2)「親の学び」推進事業は、くま

もと「親の学び」プログラム小学生期編の普

及と、新たに中高生期編の開発を行うなど、

家庭の教育力向上のための施策を行うもので

ございます。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 ４、社会教育諸費のうち(1)青少年教育施

設管理運営費につきましては、県立天草青年

の家など、４つの県立青少年教育施設の管理

運営を行う指定管理者への委託に要する経費

でございます。 

 (5)県生涯学習推進センター運営事業は、

大学等と連携して県民に多様な学習機会を提

供する県民カレッジ事業など、生涯学習推進

センターの運営に要する経費でございます。 

 続きまして、21ページをお願いいたしま

す。21ページは、図書館費でございます。 

 説明欄２段目の管理運営費につきまして

は、県立図書館の施設設備の維持補修や蔵書

の購入等の管理運営全般に要する経費でござ

います。 

 ３番目の、事業費の(2)図書館読書環境整

備促進事業は、緊急雇用創出事業を活用いた

しまして、図書へのＩＣタグの張りつけ及び

郷土資料や古い地図などの歴史的な貴重資料

のデジタル化による確実な保存など、来館者

のサービスの向上・充実を図る事業でござい
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ます。 

 以上、11億2,001万円でございます。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○川上人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 資料の22ページをお願いいたします。 

 まず、上段の教育指導費でございますが、

772万6,000円をお願いしております。これ

は、課運営費及び人権教育に係る教職員の指

導力の向上を図るための各種人権教育研修事

業と、学校教育における人権教育推進に要す

る経費でございます。 

 次に、中段の教育振興費でございますが、

2,734万1,000円をお願いしております。これ

は、地域改善対策奨学資金の返還に伴う国庫

補助相当分の国への償還金、奨学資金の返還

事務及び未収金回収のための非常勤職員の任

用等でございます。 

 次に、下段の社会教育総務費でございます

が、1,457万4,000円をお願いしております。

これは、人権教育推進のための資料の作成、

啓発イベント等の運営及び社会教育関係団体

への事業費補助等、社会教育における人権教

育推進に要する経費でございます。 

 以上、総額4,964万1,000円でございます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○小田文化課長 文化課でございます。 

 資料の23ページをお願いいたします。文化

費10億705万4,000円をお願いしております。 

 主なものについて、御説明いたします。２

の文化振興費のうち(3)美術館分館管理運営

費は、指定管理者に委託する県立美術館分館

の委託料でございます。 

 次に、３の文化財調査費のうち(2)の埋蔵

文化財発掘調査(受託)は、国等の公共事業に

伴い県が受託した埋蔵文化財発掘調査に要す

る経費であります。なお、この経費は事業主

である国等が全額負担しております。 

 24ページをお願いいたします。 

 ４の文化財保存管理費のうち主なものは、

(1)の世界文化遺産登録推進事業ですが、文

化財の国指定に向けての調査や保存管理計画

の策定など、阿蘇を初めとする世界文化遺産

候補の登録推進に要する経費でございます。 

 (3)の文化財保存整備費補助金は、市町村

等が実施する国や県指定文化財の保存整備事

業費の一部を補助するものでございます。 

 (5)の文化財広域連携推進事業は、市町村

が広域で連携して地域の文化財の保存活用を

進めるための支援に要する経費でございま

す。 

 (7)の鞠智城関係経費は、国指定史跡鞠智

城跡の管理運営費、発掘調査及び公園整備費

や国の特別史跡指定に向けた取り組みに要す

る経費でございます。 

 次に25ページですが、美術館費３億5,663

万2,000円をお願いしております。主なもの

は、２の県立美術館の管理運営に要する経費

並びに５の永青文庫推進事業費で、一昨日で

あります３月８日から公開されました細川コ

レクション永青文庫の至宝展を初めとする永

青文庫展示室における展覧会の開催や、永青

文庫所蔵の美術品や古文書等の調査・研究や

修復に要する経費でございます。 

 以上、文化課分は総額13億6,368万6,000円

でございます。御審議のほど、よろしくお願

いいたします。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 資料は、26ページをお願いいたします。 

 まず、保健体育総務費として４億8,980万

円をお願いしております。主な事業でござい

ますが、２の学校保健給食振興費の(2)日本

スポーツ振興センター事業は、学校管理下で

児童生徒に災害が発生したときの災害共済給

付に要する経費でございます。 

 (3)学校医・学校歯科医・薬剤師等の設置
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は、児童生徒等の健康保持増進のための、県

立学校における学校医等の設置に要する経費

でございます。 

 27ページをお願いいたします。 

 次に体育振興費として２億765万6,000円を

お願いしております。 

 主な事業でございますが、１の学校体育振

興費の(1)地域スポーツ人材の活用実践支援

事業は、地域スポーツの人材活用により、教

員の負担軽減や学校体育の充実を図るために

要する経費でございます。 

 (2)高等学校体育連盟育成は、県高校総体

の開催及び全国大会への派遣に対する、高等

学校体育連盟への補助でございます。 

 ２の社会体育振興費の(1)日本学生陸上競

技対校選手権大会開催支援事業は、23年度の

新規事業でございます。本県で行われます、

第80回日本学生陸上競技対校選手権大会に対

する補助でございます。 

 (2)国民体育大会は、国民体育大会への県

選手団の派遣等に要する経費でございます。 

 (4)競技スポーツ振興事業は、競技力の維

持向上を図るための、競技団体等に対する補

助でございます。 

 次に、28ページをお願いいたします。 

 体育施設費として、７億9,504万9,000円を

お願いしております。１の県営体育施設管理

費でございますが、(1)藤崎台県営野球場以

下６施設の指定管理者への委託等に要する経

費でございます。 

 比較の欄の２億3,548万9,000円の減は、全

施設に利用料金制を導入したことによる委託

料の減額によるものでございます。 

 ２の県営体育施設整備費でございますが、

主な事業は(1)熊本県・市町村体育施設等予

約システム運営事業でございまして、体育施

設等の予約システムの運用に要する経費でご

ざいます。 

 以上、総額14億9,250万5,000円でございま

す。 

 次に、資料の35ページをお願いいたしま

す。 

 第92号議案藤崎台県営野球場条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

 今回の条例改正は、藤崎台県営野球場のス

コアボードの改修に伴い、使用料を改定する

ものでございます。 

 なお、お手元に現在及び改修後のレイアウ

トイメージ図をお配りしておりますので、あ

わせてごらんいただきたいと思います。 

 新たな使用料については、新旧対照表をご

らんいただきたいと思います。 

 金額については、施設の設置費用、減価償

却費及び維持管理費を総合的に考慮し算定し

たものでございます。 

 なお、大会の規模や利用状況に応じまし

て、利用者がスコアボード上の表示内容を選

択できるものとして、３段階の使用料を設定

しております。 

 １つ目の区分として、得点及びボール・ス

トライクなどの判定のみを表示する場合は、

１式１時間につき、職業野球、一般野球の場

合は1,400円、学生野球の場合は660円となっ

ております。 

 また２つ目の区分として、さらに選手名や

他の試合結果等を表示する場合は、それぞれ

2,800円と1,330円、また３つ目の区分としま

して、さらに試合の映像等を表示する場合に

は、それぞれ4,500円と2,140円としておりま

す。 

 なお、この条例は平成23年４月１日から施

行することとなっております。 

 以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

○後藤施設課長 施設課でございます。 

 資料は、29ページでございます。歳出予算

の主な内容について、御説明申し上げます。 

 ３段目の、全日制高等学校管理費でござい

ますが、県立高等学校の維持管理に要する経
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費としまして、２億1,495万6,000円をお願い

しております。 

 下段の学校建設費でございますが、県立高

等学校の施設整備などに要する経費としまし

て41億1,286万7,000円をお願いしておりま

す。このうち主な内容を申し上げますと、右

側でございますが(2)の校舎新・増改築事業

の12億3,088万9,000円は、熊本商業高校校舎

等改築事業、翔陽高校教室棟改築事業、高森

高校教室棟改築事業、水俣高校校舎等増改築

事業、球磨工業高校管理棟改築事業に要す

る、基本構想、実施設計、工事等の経費でご

ざいます。 

 次に、30ページをお願いいたします。 

 右側(4)の県立高等学校施設整備事業の15

億8,515万9,000円は、県立高等学校校舎など

の改修に要する経費でございます。 

 (5)の耐震改修事業の12億4,432万7,000円

は、県立高等学校施設の耐震改修事業に要す

る経費でございます。 

 (7)の県立高等学校ＰＣＢ廃棄物処理事業

の459万1,000円は、国のＰＣＢ廃棄物処理計

画に基づき、蛍光灯の安定器等に含まれまし

たＰＣＢ廃棄物の処理を行う経費でございま

す。平成23年度は含有判定調査等を行い、平

成24年から平成26年度にかけて廃棄処理を行

う予定でございます。 

 次に特別支援学校費でございますが、県立

盲・聾・養護学校の施設整備、維持管理費に

要する経費としまして２億3,349万2,000円を

お願いしております。 

 このうちの右側(3)の県立特別支援学校Ｐ

ＣＢ廃棄物処理事業の59万9,000円は、先ほ

どの学校建設費と同様の内容でございます。 

 以上、総額は45億6,679万6,000円でござい

ます。 

 続きまして、債務負担行為の設定について

御説明申し上げます。資料の31ページをお願

い申し上げます。 

 翔陽高校教室棟改築事業につきましては、

平成23年度、24年度の２カ年での執行を予定

しております。 

 以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

○守田憲史委員長 引き続き、警察本部から

説明をお願いします。 

 初めに、中尾本部長。 

 

○中尾本部長 おはようございます。 

 守田委員長初め委員の皆様方には、この１

年間、警察行政の運営に関して的確な御指摘

や各種主要行事に御参加をいただき、警察職

員に対する激励を初め多大な御支援を賜りま

して、まことにありがとうございました。お

かげをもちまして、県警察の抱える多くの課

題に関して、一定の成果と前進が図られたと

ころであり、衷心よりお礼を申し上げます。 

 しかしながら、御承知のとおりと思います

けれども、最近、子供、高齢者のいわゆる社

会的弱者が被害者となる痛ましい犯罪などが

連続して発生しております。今後、重層的な

防犯ネットワークの整備とともに県民の皆様

に自主的防犯対策を講じ犯罪に対する抵抗力

をつけていただくよう促すなど、犯罪が起き

にくい社会づくりの推進や、子供への声かけ

行為に対する先制的な指導警告活動を行って

おりますけれども、このような活動を充実し

ていくことが重要と考えているところでござ

います。 

 さて今春、本県警察に警察官３人の増員配

置が示されました。これもひとえに、委員の

皆様方を初めとする県議会の皆様方の多大な

御支援のおかげであると感謝しているところ

でございます。増員の効果を確実にお示しで

きるよう、努めてまいります。 

 それでは、議案の説明に移らせていただき

ます。今議会に提案しております警察関係議

案は、予算関係が１議案、条例関係が２議案

の、計３議案であります。 
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 まず、予算関係について申し上げます。  

 第56号議案平成23年度熊本県一般会計予算

についてですが、これは、平成23年度の当初

予算として、警察費総額386億991万円余をお

願いするものでございます。 

 詳細については、この後、担当課長が御説

明申し上げますが、主なものを申し上げます

と、平成23年度から庁舎建設工事を開始す

る、新熊本東警察署庁舎等整備事業１億2,21

7万6,000円、県民による高齢者の見守りに必

要なネットワークの構築198万6,000円を含む

安全で安心なまちづくり事業費2,838万9,000

円、繁華街パトロール等防犯ボランティア団

体に対する物的支援を行うみんなが安心して

歩ける街づくり事業261万7,000円、熊本県暴

力団排除条例の施行を契機とし、広報啓発・

教育等を実施する暴力団排除実現事業863万

6,000円を含む暴力団総合対策の推進1,503万

8,000円、運転能力診断測定器を活用し、交

通安全指導を実施する高齢ドライバーサポー

ト事業530万3,000円などであります。 

 次に、条例関係について申し上げます。 

 第93号議案熊本県警察職員定数条例の一部

を改正する条例の制定についてでございます

が、これは、警察法施行令の改正に伴い本県

警察官の定員が３人増員されることから、熊

本県警察職員の定数を改めるもの、第94号議

案熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例の制定ですが、こ

れは、平成23年春の組織改正により、「刑事

調査官」の職名を「検視官」に改めることか

ら、感染症死体処理作業及び死体処理作業の

支給対象職員の表記の一部を改正するもので

あります。 

 これらの議案の詳細につきましては、後ほ

ど担当課長が御説明申し上げますので、御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○緒方会計課長 それでは予算関係議案につ

きまして、お手元の警察本部の資料に基づき

まして御説明をいたします。 

 資料１ページをお願いいたします。 

 第56号議案平成23年度熊本県一般会計予算

についてでございます。 

 まず、平成23年度警察費予算総額でござい

ますが、資料６ページをごらんいただきたい

と思います。 

 資料６ページの一番下の欄、左端の合計の

本年度欄に記載しておりますとおり、警察費

総額として386億991万7,000円をお願いして

おります。前年度と比較しますと、総額で５

億8,439万円の減額となっておりますが、こ

れは給与の削減で、職員の若返り等に伴う人

件費の減額が約６億円、退職手当の支給見込

額の減額、約１億3,000万円の減が主な要因

となっております。 

 それでは、最初の方の資料１ページに戻っ

ていただきますよう、お願いいたします。 

 資料の１ページから順次、費目別の内容に

つきまして御説明をいたします。 

 まず、公安委員会費総額804万1,000円は、

公安委員の報酬及び公安委員会の運営に必要

な経費でございます。 

 次に、警察本部費総額321億9,686万5,000

円は、職員の給与、警察業務の管理等に必要

な経費でございます。 

 順次、主要な項目について御説明させてい

ただきます。 

 まず、右端の説明欄１の職員給与として26

5億4,255万7,000円をお願いしております

が、これは職員の給料、各種手当等の経費を

計上しているものでございます。先ほど申し

ましたように、職員給与削減等に伴い、人件

費が減額となっているところでございます。 

 説明欄２の退職手当39億920万1,000円は、

退職見込者数164人分を計上しております。 

 次に、説明欄３の警察一般管理費のうち、

(17)の警察統合ＯＡ整備費は、パソコン等の

ＯＡ機器の維持管理に要する経費でございま

す。 
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 (22)の緊急雇用創出基金事業5,127万3,000

円は、緊急雇用創出基金を活用し、計140人

の非常勤職員を雇用するための経費でござい

ます。 

 内容につきましては、高齢者を交通事故や

振り込め詐欺から守る安全・安心サポート事

業として20人、駐車違反の放置違反金の未収

金の回収事業など４事業にて、非常勤職員27

人を雇用するものでございます。 

 また、安全・安心なまちづくり事業とし

て、セーフティーパトロール活動委託事業、

女性も安心して歩ける繁華街づくり事業とし

て、繁華街パトロール事業など３事業におい

て113人を雇用するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 装備費の総額４億9,567万6,000円は、県警

保有の車両、船舶、ヘリコプター等の維持管

理、資機材の整備及び各種警備活動に必要な

経費でございます。 

 説明欄の警察装備品維持管理費のうち、

(4)の装備品維持管理費2,206万1,000円は、

各種装備品の維持管理費のほか、けん銃出納

業務の効率化やけん銃防失事案の未然防止を

図るため、新たにけん銃管理システムの構築

に要する経費として、1,089万3,000円を計上

しております。 

 次に、警察施設費総額11億1,567万3,000円

は、警察施設の整備及び維持管理に要する経

費でございます。 

 説明欄２の警察施設整備費のうち、(1)の

警察施設整備費、単独事業２億1,813万1,000

円は、老朽化の著しい交番、駐在所等の新築

整備、改修工事等を行うものでございます。

平成23年度につきましては、駐在所３カ所の

新築、宿舎１カ所の新築、警察署２カ所の外

壁改修等を行うものでございます。 

 (2)の新熊本東警察署庁舎等整備事業１億

2,217万6,000円は、耐震強度不足、留置施設

不足に対処するために、熊本東警察署の移

転、集中留置施設の整備等を行い、治安基盤

の強化を図る事業でございます。熊本東署庁

舎整備事業につきましては、平成21年度に基

本設計、平成22年度に実施設計を委託してお

り、平成23年度から平成25年度にかけまして

庁舎建設工事をお願いしているものでござい

ます。本体建築工事につきましては、平成23

年７月に入札を実施し、９月議会に工事請負

契約案を上程し、議決後、本契約を行い着工

する予定でございます。竣工は、平成25年５

月を予定しております。 

 次に(3)の警察施設整備費耐震改修２億9,7

64万円は、熊本県建築物耐震改修促進計画に

基づき、耐震強度が低い庁舎の耐震改修工事

を行うものでございます。平成23年度につき

ましては、高森、芦北、牛深警察署の耐震改

修工事、阿蘇、御船警察署の耐震改修設計の

委託を行うものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 運転免許費総額10億4,701万5,000円は、運

転免許業務に必要な経費でございます。 

 説明欄１の(1)運転免許企画調査費４億3,7

28万4,000円は、免許更新の通知、更新等の

免許事務の委託経費、免許証の作成経費、適

性試験検査機器経費等でございます。 

 (7)の高齢者講習・認知機能検査委託費

は、70歳以上の高齢ドライバーに対する講習

及び75歳以上の高齢ドライバーに対する認知

機能検査の委託費でございます。 

 (9)の運転免許系システム管理費は、運転

免許システム機器のリース料、ＩＣカード免

許機器リース料等でございます。 

 説明欄２の(1)の運転免許試験企画調査費

4,469万1,000円は、免許試験場の施設の維持

管理、技能試験車両の維持管理費等でござい

ます。 

 次に、恩給及び退職年金費総額9,278万8,0

00円は、昭和37年11月30日以前に退職しまし

た警察職員及びその遺族に対し支給する、恩

給及び扶助料でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 
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 警察活動費の総額36億5,385万9,000円は、

一般警察、生活安全警察、地域警察、刑事警

察、交通警察の運営及び交通安全施設整備に

必要な経費でございます。 

 (1)の警察活動基本経費４億2,579万6,000

円は、警察活動旅費、消耗品費、電話料、通

信機器リース料等でございます。 

 説明欄１の一般警察運営費のうち、(4)の

犯罪被害者支援活動の推進565万円につきま

しては、犯罪被害者及びその家族等の被害回

復及び２次的被害防止を図るため、平成23年

度から新たに実施します、命の大切さを学ぶ

教室等の各種施策を推進し、被害者等を支援

する社会環境の醸成を図るための経費でござ

います。 

 (7)の重要備品費等整備費7,486万円は、車

両の更新経費、交通取締機器等100万円以上

の重要備品購入に関する経費でございます。 

 説明欄２の生活安全警察運営費３億3,660

万9,000円のうち、(6)の安全で安心なまちづ

くり事業費2,838万9,000円につきましては、

高齢者の犯罪被害や行方不明等の情報を収

集・提供する双方向型メールシステム、シル

バー見守りネットの構築を行うものでござい

ます。 

 次に、(8)の少年非行防止活動の推進2,628

万4,000円につきましては、少年非行の防止

及び保護対策を総合的に推進するために必要

な経費を計上しているものでございます。特

に、平成19年度から導入しておりますスクー

ルサポーターにつきましては、現在８人を配

置しておりますが、新たに２人を増員配置し

まして、学校などとの連携のもとに、少年の

健全育成のための活動を一層強化していくも

のでございます。 

 次に(14)の、みんなが安心して歩ける街づ

くり事業261万7,000円につきましては、繁華

街パトロールや防犯ボランティアのさらなる

拡充、活性化を図るべく、見せる防犯活動の

効果を高め、安全性確保に必要なパトロール

用品の物的支援を実施するための経費でござ

います。 

 (13)のセーフティーパトロール活動委託事

業２億1,285万9,000円及び(15)の女性も安心

して歩ける繁華街づくり事業3,361万5,000円

は、緊急雇用創出基金を活用しまして、街頭

犯罪や振り込め詐欺の防止、子供や高齢者の

安全確保を図るため、警備会社にパトロール

活動を委託するための経費でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 説明欄３の地域警察運営費４億4,536万9,0

00円のうち、(1)の地域企画調査費３億1,619

万6,000円は、駐在所家族報償費、通信指令

システム運用等に要する経費でございます。 

 (2)の交番・駐在所の機能強化１億2,917万

3,000円は、交番相談員の任用等による交

番・駐在所機能の充実強化を図るとともに、

地域警察官によるパトロール活動等の時間を

確保し、県民が安心して暮らせる安全な社会

を確立するための経費でございます。 

 説明欄４の刑事警察運営費３億4,075万2,0

00円のうち、(6)の捜査基盤の強化8,842万6,

000円は、捜査実務指導伝承官の任用等に要

する経費でございます。これは、近年の警察

職員の大量退職、大量採用期におきまして、

若手警察官の早期育成に対処するために、捜

査経験、知識、技能が豊富な退職警察官を、

捜査実務指導伝承官として配置し、通常業務

を通じて捜査技能等の伝承を図っていくもの

でございます。 

 次に、(10)の暴力団総合対策の推進1,503

万8,000円において、新たに暴力団排除実現

事業として863万6,000円を計上しておりま

す。これは、熊本県暴力団排除条例の施行に

伴い、当条例の目的達成に向けた施策を効果

的に推進するための広報啓発や暴力団排除教

育等に実施する経費でございます。 

 (12)の犯罪鑑識費8,473万6,000円は、写真

のデジタル化対応経費、指紋情報システム経

費で、犯罪鑑識機材の充実と効率化を図るも
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のでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 説明欄５の交通警察運営費として、９億5,

809万3,000円を計上しております。このう

ち、（２）の交通企画調査費3,312万7,000円

は、交通安全広報、交通事故統計のための交

通事故情報管理システム等の改修に要する経

費でございます。 

 (8)の交通規制管理費５億5,405万3,000円

は、信号機の維持管理費、交通管制システム

中央装置リース料等に要する経費でございま

す。 

 (13)の高齢ドライバーサポート事業530万

3,000円は、運転免許センターに設置してお

ります高齢者の運転能力診断測定機を活用し

た高齢ドライバー等への交通安全指導に要す

る経費でございます。 

 説明欄６の交通安全施設費９億3,541万5,0

00円は、信号機の新設、道路標識の更新な

ど、安全で円滑な交通環境を確立するため、

交通安全施設等の整備充実に必要な経費でご

ざいます。 

 ７ページに移ります。 

 債務負担行為につきましては、事項欄にあ

りますとおり新熊本東警察署庁舎等整備事業

の建設整備工事等経費として、25億7,896万

9,000円の限度額設定をお願いしておりま

す。 

 以上、よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

 

○池部警務課長 警務課長の池部です。 

 それでは、県警察から提案しております２

つの条例案について、御説明いたします。 

 １つ目は、第93号議案熊本県警察職員定数

条例の一部を改正する条例についてでござい

ます。資料は、８ページから10ページになり

ます。 

 これは、警察庁におきまして平成23年度の

全国の地方警察官833人の増員要求が行わ

れ、本県には一層緻密かつ適正な死体取り扱

い業務を推進するための体制強化として、３

人の配分が決定されました。 

 今回の改正は、この３人の増員配分を受け

まして、警察官の条例定数の総数を3,046人

から3,049人に改めるもので、増員後の階級

別定数は、警察法施行令に定めまして、資料

８ページの表のとおり巡査部長を含めたとこ

ろの警部補の階級枠が２人、巡査が１人の計

３人がふえることとなります。なお、施行日

は４月１日を予定しております。 

 ２つ目は、第94号議案熊本県警察の職員の

特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例についてであります。資料は、11ページ

から14ページになります。 

 これは、平成23年春の県警察の組織改正に

より、捜査第一課に配置しております「刑事

調査官」の名称を「検視官」に改めますこと

から、これにあわせて検視・解剖などの死体

処理作業に従事いたします支給対象職員の表

記を改正するものです。 

 この改正は、支給対象職員の職名の表記の

変更でございまして、特殊勤務手当の支給内

容については変更ございません。これにつき

ましても、施行日は４月１日を予定しており

ます。 

 以上でございます。御審議を、よろしくお

願いします。 

 

○守田憲史委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、議案についての質疑に入り

ますが、まず先に教育委員会にかかわる質疑

を受け、その後、警察本部にかかわる質疑に

移りたいと思います。 

 それでは、教育委員会にかかわる質疑はあ

りませんか。 

 

○平野みどり委員 幾つかありますけれど

も、まず２ページ、教育政策課の方にお伺い

します。 
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 この授業マイスター、これはどういった先

生が、そしてどのような勤務体系といいます

か、通常の学校にいらっしゃってなさるの

か、この辺はどんなふうになっているのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○松永教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 授業マイスターは、授業力に秀でたリーダ

ーとなるような教員の方を想定しておりまし

て、いろいろな研修会に出ていただいたり、

あるいはその学校での授業をモデル授業とし

て、他校から参観をしていただくということ

を考えております。 

 よその学校あるいは会場で研修講師となる

場合には、当然その先生が持っている授業に

穴があく可能性がありますので、その部分は

非常勤講師を充てるように、この予算の中で

は考えております。 

 

○平野みどり委員 およそ何名ぐらいを想定

していますか。 

 

○松永教育政策課長 初年度、23年度は大

体、小中学校で３人程度、県立学校で２名程

度の５名程度ということで予定しておりまし

て、その後24年度、25年度で、年間５名ずつ

ぐらい増員して、最終的には15名から、さら

にもっとふやすかどうかは、またその展開状

況を見てからと考えております。 

 

○平野みどり委員 いい授業をされる先生の

実践を見るというようなことはとてもいいこ

とだと思いますけれども、この先生たちが特

殊な位置づけになってしまったりということ

がないように、それと教科なんかもバランス

よくやっていただけたらなというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

○早田順一委員 ６ページの高校教育課の方

にお尋ねいたしますけれども、卒業式の方に

今回行かせていただきまして、県立と私学と

２つ行かせていただきました。その中で、先

生たちに、就職がまだ決まってない子供たち

が何人ぐらいいるんですかと言ったら、やっ

ぱり数名、まだその時点で決まってない子供

たちがいました。 

 今回、高校生キャリアサポート事業とし

て、緊急雇用創出基金を使って配置されてお

りますけれども、現在まだ高校生で就職が決

まってない子供が何人おられるのか、まずお

尋ねします。 

 

○瀬口高校教育課長 現時点の２月末現在の

一番新しい情報によりますと、就職率が現

在、内定率が92.2％となっております。これ

は、公立学校でございます。 

 内定に至ってない者の数は、現在270人と

いうふうに伺ってきております。昨年同期に

比べますと、24人減少という状況でございま

す。 

 

○早田順一委員 それで、その270人ぐらい

まだ決まっておられないということで、恐ら

く卒業されても、ある程度はサポートをされ

ていかれるんだというふうに思っておりま

す。 

 それで課題になっておるんですけれども、

この緊急雇用創出の基金を使うがために、や

っぱりキャリアサポートの先生が長くて１年

なんですかね。せっかく企業と顔見知りにな

って交代しなければいけないという点がござ

いますけれども、その点の改善というのは何

かないんでしょうか。 

 

○瀬口高校教育課長 これは、今、早田委員

がおっしゃるとおり、私たちも課題としてと

らえておりますけれども、国の緊急雇用創出

基金事業でございますので、これはいたし方

ない条件でございまして、そこのところを各
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学校で、その企業との関係をつなぐように、

引き継ぎをきちんとしていっていただきまし

て、せっかく求人を開拓したところが次年度

にもまた生かせるように、確実に引き継いで

いきたいというふうに思っておるところで

す。 

 キャリアサポーターの配置校が現在25人配

置しておりまして、35校配置しております。

その配置校の求人率につきましては、すごく

求人が   内定率も一般のほかの全体に比

べましても随分向上しております。例えば、

９月末に比較しますと、その配置校と全体の

内定率の差が6.5ポイントほど全体に比べて

低うございましたけれども、２月末現在にお

きましては0.1ポイントしか差がないという

ようになっております。そこまでキャリアサ

ポーターの方々につきましては、非常に貢献

度が高いというふうに見ておりますので、今

後ともこの学校の取り組みを引き続きやって

いきたいというふうに思っております。 

 

○早田順一委員 その卒業される子供たち

が、これから就職に向けてまた頑張っていか

れると思っております。先生と一緒になって

頑張っていかれると思います。 

 それと、もう一つが中途退学ですね。これ

の数も、卒業式に行った高校で聞いたら、入

学時から卒業式まで40数名が退学をしている

わけですよ。これは非常に多いなという気が

したんですけれども、全体的に、３年間じゃ

なくて、多分１年間だけしか数字はわからな

いと思いますけれども、わかる数字でいいん

ですが、県全体で退学している子供たちがど

れくらいいるのか、ちょっと教えてくださ

い。 

 

○瀬口高校教育課長 中途退学の現状につき

ましては、平成21年度の数を御報告いたしま

すが、公立学校で合計して702名ということ

で、率としましては1.90％というふうになっ

ております。これは一昨年、平成20年度には

大きく減少しておりました中途退学者数は、

去年、ことしとほぼ横ばいというふうな状況

でございます。 

 ことしは、12月現在での数を今ちょっと見

てきましたが、２学期末ですね、これは県立

学校で312名という状況です。昨年の同期と

比べまして、約100名減少している状況でご

ざいます。そういう状況でございます。 

 

○早田順一委員 非常にこういった就職難の

ときに、こういう子供たちが途中で学校をや

めて本当にどこに行っているんだろう、何か

の勉強をしには行っているんだろうとは思っ

ておりますけれども、子供たちがどういうふ

うな大人になっていくかというのが非常に不

安に思います。 

 それで、高校名は出さなくてもいいですけ

れども、一番多い高校で何人ぐらいやめてい

るんでしょうか。 

 

○瀬口高校教育課長 昨年度の一番多い数と

して、１年間で39名という数字があります。

これ約5.6％ということのようです。 

 

○早田順一委員 今後そういった学校という

のは、恐らく入学者数というのも定員割れし

ているんじゃないかと思っております。恐ら

くその地域では、あそこの学校にはやりたく

ないとか、そういうふうになって、やっぱり

だんだんそこの学校の子供たちも、評判が悪

くなって減ってくるんだろうと。 

 これから、そういった学校に対してどうい

った改善をされていかれるのか、ちょっとお

聞かせください。 

 

○瀬口高校教育課長 中途退学の学年別の現

状は、特に１年生が非常に多うございまし

て、約46％が中途退学しております。その関

係もありまして、健全育成という視点から適
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応指導、学校に不適応の状況で退学していく

のを防ぐために、適応指導という形で、入学

当初宿泊研修を大いに奨励したり、それから

家庭訪問も１年時にきちんと行って把握し、

適応指導をしていくというようなことを取り

組んでおります。 

 それと、あとは研究指定校を数校指定しま

して、例えば適応指導研究指定校を７校ほど

指定しております。そして学習支援アドバイ

ザー指定校として４校ほど指定しておりまし

て、それぞれの研究の成果を各学校に伝えま

して、その取り組みを広げていって、防止策

に努めようということを、継続してやってい

きたいというふうに思っております。 

 

○早田順一委員 ７校指定したところは、や

っぱり改善はできているんでしょうか。 

 

○瀬口高校教育課長 ７校と先ほどの４校の

合計ですが、その学校の中途退学者数は年々

減少していっている傾向にございます。 

 

○早田順一委員 減少しても、実際一番多い

高校で39人ですか、そういうふうにやめてい

るわけですから、将来の子供たちのことを思

うと、どういう方向に行くんだろうかと非常

に不安を持っておりますので、徹底して改善

に努めていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

○平野みどり委員 早田委員の質問に関連す

るわけですけれども、中退している子供たち

に、例えば通信制の高校ですとか定時制の高

校を薦めてみたりとか、学びの場を変えてい

くようなそういった取り組みなどはされてい

ますか。 

 

○瀬口高校教育課長 中退の主な理由からち

ょっと御説明しますと、学業生活や学業の不

適応というのが46.3％と出ています。あと進

路変更が31.1％。主な理由はその２つでござ

いますが、進路変更等につきましては、各学

校等でその生徒個人に、１人１人に個性に応

じて、進路指導の担当と学校全体で薦めてい

っているというふうにとらえております。 

 

○平野みどり委員 私たちはいつも、定時

制、通信制の灯を消すなという団体から、い

ろんな要望をいただきますので、一般校いわ

ゆる通常の高校で不適応だった子供が、そう

いった通信制、定時制の学びの場で、先生と

子供の数も十分ありますので、そういった丁

寧な対応をしていく中、自分を取り戻してい

ってペースに合った指導ができていくとい

う、そして卒業して大学まで行くというケー

スも聞いています。 

 県人協のニュースだったと思いますけれど

も、小中に行ってない子供が通信制でしっか

りと自分を取り戻して学ぶことができている

という実例などもありますので、ぜひそこら

辺は、個々の学校にとどめるということでは

なくて、恐らく中学の段階で点数で輪切りを

されて不本意での高校受験というのもあって

いると思いますし、そこら辺は柔軟にやって

いただきたいというふうに思います。せっか

く、そういう学びの場があるわけですから

ね。 

 それと１年生が多いということですけれど

も、恐らく、ひょっとしてですけれども、そ

こら辺に発達障害の子供がいたりして、本来

の支援が十分できてないがために不登校にな

ってしまう。小学校、中学校の段階でもわか

ったでしょうけれども、そういう部分がある

とするならば、今後その定数割れをしている

学校に分教室をつくっていくという、特別支

援学校に分教室をつくっていくというような

取り組みが始まりますけれども、そことも連

携していく中で、子供がそこにいられるよう

な支援ができていくのではないかなというふ

うに思います。そのことについて御意見を伺

 - 19 -



第９回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成23年３月10日) 

いたいということと、もう一つ義務制の中で

スクールソーシャルワーカー、先ほど予算の

方の説明がありましたが、これは国の方から

ですから、高校の部分にスクールソーシャル

ワーカーを予算化してないんだろうと思いま

す。そういった状況の中で、県費でというこ

とはかなり無理もあるかもしれませんけれど

も、スクールソーシャルワーカーがこれだけ

学校の先生と家庭と子供を結ぶ中ですごく機

能を発揮している、そしてそのスクールソー

シャルワーカー自身がやりがいを感じてフル

タイムで働きたいとおっしゃっているぐらい

ですので、そういった県費で、試みとしてス

クールソーシャルワーカーも配置していくと

いうようなことも、今年度は難しいとして

も、考えていかれるお考えはありませんか。

その２点、よろしくお願いします。 

 

○瀬口高校教育課長 まず１点目でございま

すが、先ほども申しましたけれども、個別に

やっぱり対応し、各学校では本当に、学校に

出てこない子供たちへの指導というのは、学

校挙げて取り組んでおるわけでございまし

て、進路実現に向けていろいろな取り組みを

やっておりますが、そのような学校にちょっ

と適応しないような子供たちに向けても、そ

の個別対応という形でやっているところでご

ざいます。 

 あと２点目につきましては、スクールソー

シャルワーカーにつきましても、義務制でそ

ういう成果が非常に上がっているというとこ

ろもお聞きしておりますし、その必要性につ

きましては私どもも非常に感じているところ

でございますので、今後、今の御意見を参考

に前向きに取り組んでいきたいとは考えてお

りますけれども、なかなか現時点ではちょっ

と厳しいところでございます。 

 

○平野みどり委員 ぜひ、私たちも国にも働

きかけていきたいなというふうに思います。 

 それと、早田委員が最初に質問されていた

高校生の就職の件ですが、毎度のことです

が、特別支援学校等での今の内定あるいは進

路、行き先が決まっている就労移行支援とか

福祉的な場とか、そういった状況について現

状をお聞きしたいと思います。 

 

○瀬口高校教育課長 特別支援学校の現在の

就職状況につきましては、今ここに手持ちが

ございませんので、また後ほど御報告させて

いただくということでよろしいでしょうか。 

 

○平野みどり委員 はい、わかりました。 

 本当に一般就労ができる、ひのくに高等養

護学校等に今いらっしゃると思います。なか

なか一般就労は厳しい、福祉的な制度の中で

の就労とかいろいろあるわけで、でも養護学

校、支援学校を卒業した後、行き場がないと

いうことが、親にとっても先生たちにとって

も一番心配なことで、本人が一番苦しいわけ

ですので、ぜひそういった他部署ですね、商

工観光労働部の方もそうですし、健康福祉部

等の連携をしっかりする中で、行き場がない

というようなことだけはないように、ぜひ教

育委員会ともしっかりと取り組んでいただき

たいというふうに思います。 

 それと、先ほどの緊急雇用のキャリアサポ

ーターに関しましては、いつもここで私は質

問していますけれども、全県にあれだけ養護

学校があるのに、たった２人ですね。その方

々が駆けずり回っておられるという中で、当

該の学校の就職担当の人たちが一番頑張らな

ければいけない部分でもありますけれども、

ここを何とかもう少し充実させていただきた

いというふうに思います。緊急雇用で求めて

いただきたいというふうに思います。 

 要望で……。 

 

○山本秀久委員 今、各委員から話がありま

したけれども、私は「熊本の心」それともう
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１つは「夢への架け橋」、この２つに対して

説明してくれませんか。 

 

○谷口義務教育課長 資料の方は12ページ

で、本県で昭和63年に「熊本の心」というこ

とで、小学校低学年、中学年、高学年、それ

と中学校用の道徳の時間の副読本といいます

か、そういう形での教材をつくっておりまし

たけれども、開発から時間がたっておりまし

て、現在の子供たちに若干合わない場面とい

いますか、市町村合併等もありまして、その

中に出ている市町村名あたりが異なった部分

等もございまして、それを新しいものあたり

を取り込んだ形で、リニューアルといいます

か、そういう形で作成するための費用をお願

いしているところでございます。人物とか伝

統文化財、そういうものも新しく入れ込んで

いきたいというふうに思っておりまして、そ

の人物あたりについては、現在、県の近代文

化功労者表彰の中から、あるいは伝統文化財

等につきましては国あるいは県の指定、そう

いうところから教材となるものを選んで、現

在作成に取りかかっているところでございま

す。そういう県に関する道徳教材を使いまし

て、本県の子供たちの心の教育といいます

か、そういうところの充実に資していけたら

な、そういう思いで今取り組んでいるところ

でございます。 

 

○山本秀久委員 後で私は今の答えに対して

言うけれども、実際に確かにそういう文書を

つくるんだ。でも心がこもってないんです

よ。意味合いが、わかってない。何でこうい

うのを載せているのか、何でこういうことを

しているのかという意味が、小学生、中学生

がわかってない。だから、そういう知恵の使

い方、もうちょっと構成の仕方を考えてやら

なければならぬ問題だと感じるわけですよ。

ただ書けばいいんじゃなくて、こういう人が

おるからこうだ、ああだと言ったってわから

ないですよ。だから、何でこれを載せるの

か、何でこうなったのかというところまで一

つも説明してない。出すなら、もうちょっと

深く物事の芯に通じるようなやり方をしない

と、言葉だけで終わってしまうわけだ。私

は、そこを強く要望しておきます。 

 だから前から私は、教職員の採用のとき

も、首から上はとるなと何回も言ったんだ。

育成する、将来の人材をつくるのには、首と

へその間をとれと言ったことが何回もあるん

だ。人間が人間の教育をしなければだめなん

だよ。機械でやるんじゃないんだから。頭の

上が機械になってしまっている。心が伴わな

い教育というのは、生きていかないんだよ。

そういう意味のことを、いつも言っているわ

けだ。人材というのは、そういうものなんで

すよ。常識豊かな人間をつくることなんです

よ。そこが基本なんですよ。だから、説明す

るなら、相手に理解されるような教材をつく

りなさいと言っているわけだ。ただ言葉だけ

の、いいような言葉を並べたってだめなんだ

よ。だれだって言葉の意味は知っているわけ

だ。適切に言うところは言わなければ。 

 私は、あるときにはっきり言うんだ。今、

全部テレビ化しておる。親らしい親がおらぬ

から、子らしい子が育たぬじゃないかという

ことを、よく考えて、そして１つ２つの言葉

を何回も言ったことがある。自分の子に限っ

てという頭をなくせと言っている。自分の子

だからと頭を持てと、私は言ったことがあ

る。たったそれだけの違いの言葉でも、相当

違うと私は思う。それを言い切る人間が今い

ないんだよ。やっぱり人の子供を育てる、立

派にしてあげたいと思うなら、文句を言うと

ころは文句を言わないと。 

 私は前にも、教職員にはっきり物を言った

ことがある。人を指導しなければならぬ教職

員が、礼儀作法もわかっていない。あいさつ

はしない。礼に始まって礼に終わると言った

ことがある。それから、相手がひざまずいて
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おじぎをしておれば、立ったままあいさつを

する。下におる場合はいいですよ。靴を脱い

で上がってきて、畳に上がったときには、相

手の人は座っているわけだよ。座ってあいさ

つしているわけだ。それが立ったまま「あ

あ」という、こういうあいさつをする。そう

いう教職員が多いんだよ。そういうことを、

よく考えてやってください。 

 そしてもう１つ。さっき言ったように、日

本の心、熊本の心というものに付随して、夢

の架け橋という、そういうのにつながってい

くと私は思うんだ。だから、そういう点をよ

く理解して、今言っていることをよくかんが

みて、今後を進めてください。 

 それだけです。以上です。聞いたって、あ

の答えしかないんだから。 

 

○谷口義務教育課長 今、委員の考えをしっ

かり踏まえながら、１年間かけてつくります

ので、その中身あたりについても教職員の方

にしっかり説明をしながら、来年度からきち

んと使っていけるような、そういう形で臨ん

でいきたいと思いますので…… 

 

○山本秀久委員 あなたたちが努力した、そ

の趣旨が生きていかなければいけない。あな

たも、やっているかいがないでしょう。私が

言っているのは、そういうことなんですよ。

あなたたちが努力するものが、生きていくよ

うにしてください。以上です。 

 

○谷口義務教育課長 はい。あわせまして研

修等、初任研とか17年目研修とか経験者研

修、そういう中でも先生の思いを生かしてい

きたいと思います。 

 

○平野みどり委員 それでは、社会教育課の

方にお尋ねします。図書館費についてです。 

 私も以前、一般質問の中で、県立図書館が

指定管理に出されてしまうようなことがあっ

てはならない、県立の図書館は、ある意味各

市町村のセンター的な図書館として、しっか

りと中身も充実していかなければならない

し、開かれた、だれもが来やすい、高みに立

っているのではなくて、もっと地域の皆さ

ん、県民の皆さんが来やすいような図書館に

するべきだというような質問をしたんですけ

れども、そういったこともあってなのか、そ

れとも蒲島知事の思いもそこにもちろんあっ

てだろうと思いますけれども、今回、図書館

関係の予算がとても充実していて、新しい熊

本県立図書館になっていくのかなというふう

に思いますけれども、県立図書館の今後のあ

りようといいますか、どういう図書館を目指

すのかという部分について、まずお尋ねいた

します。 

 

○小野社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 まず県立図書館の今後の方針につきまして

でございますが、県立図書館は現在の市立体

育館の隣に立地するようになりまして、もう

しばらくたちますけれども、従来まで県立図

書館としてこれを目指すというような明文化

した方針がございませんでした。そういった

こともありまして、以前に平野委員からも御

指摘をいただいて、今後の方針を示すべきで

はないかというような御指摘などをいただい

たこともございました。あるいは蒲島知事の

読書への思い、こういったようなものを踏ま

えまして、昨年度、県立図書館としまして初

めての今後の基本方針というものを策定いた

しました。 

 この中では、従来県立図書館は伝統や文化

を大切にするというような文化の伝導という

ような役割も持っておりましたけれども、や

はりこれからは県民の夢を実現する、それを

応援する施設としまして、県民に広く開かれ

利用される図書館を目指すというようなこと

を明確にしたところでございます。 
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 具体的には、まず、これまでは実際にそこ

で、図書館で本を使っていろいろ調べるとい

うことを中心にしてきましたけれども、例え

ば１つ開かれた取り組みの実践としまして、

受験生などで落ちついて勉強できるような場

所が欲しいということで、図書館を利用でき

ないかという声が従来からありましたので、

こういった学生に対して、図書館があいてい

るスペースを学習室として提供するというよ

うなことも行ってまいりました。 

 また、市町村図書館にとっては県立図書館

というのは、まさにセンター的な役割が求め

られるところでもございますので、各種の職

員の研修ですとか、あるいはネットワークを

使いましてお互いの情報の共有をするという

ようなことも、役割として今後進めていくと

いうことを明確にしたところでございます。 

 

○平野みどり委員 ありがとうございます。

ここの中にも、貴重資料のデジタル化という

ふうにあります。これからは紙媒体でなく

て、本当デジタルの情報というのがとても大

事になるというふうに思っています。 

 話はちょっと変わりますけれども、例えば

特別支援学校に、一部の学校にしか図書館が

ないという意味の質問を何回もしました。こ

こを紙媒体だけで考えていると、そうなって

しまうのかなと。子供がいろんな情報に刺激

を受けて学んでいく、そして成長していくと

いうことを、もっと広義に考えた意味での図

書館というのは大事なので、そういった今回

のデジタル化というようなこと、貴重資料は

特に、水俣病の問題も含めてですけれども、

熊本県には本当に貴重な資料がありますの

で、ぜひそういった部分が未来永劫引き出し

て、勉強ができるような形の、デジタル化も

含めた図書館になるよう、そして開かれた、

いろいろ県民が利用できるような図書館のあ

り方を今後も追求していただきたいなという

ふうに思います。 

 それと、同じ社会教育課で子どもの読書活

動推進支援事業がありますけれども、これは

一般質問でしたでしょうか、代表質問で今回

議員さんが質問されていました、国から来て

いる予算の中で、本来は図書費に行く部分が

７割ぐらいしか図書費に行ってないというよ

うな状況が、市町村によってまちまちだとい

うようなこともありましたけれども、こうい

った市町村が首長さんの考え方なんでしょう

か、それとも財政のいろんな事情があってな

んでしょうか。そこら辺をちょっと知りたい

なと思うんですけれども。 

 

○谷口義務教育課長 義務教育課の方で答え

させていただきます。 

 毎年、国からの交付金というところで市町

村の方に出されているんですけれども、なか

なか予算化されない理由の一つとして、やっ

ぱり財政上の理由といいますか、そういうこ

とで答えが返ってまいります。ですから、や

っぱり首長さんあたりの考えで、そういう形

になっているのかなというふうに思っていま

す。 

 

○平野みどり委員 やはり子供たちが読書で

きる環境を保障されるということは、その町

の人材を育成するということですので、そう

いった首長さんにはぜひ、指導はできないで

しょうから、御支援、アドバイスを今後もぜ

ひしていただきたいなというふうに思ってい

ます。本来の予算の使い方をしていただきた

いというふうに思います。 

 それともう一つ社会教育課ですが、放課後

子ども教室推進事業がありますね、これは放

課後育成クラブ、健康福祉部がやっているの

と違う、文科省がやっているわけですけれど

も、中身をちょっとお伺いしたいんですけれ

ども、放課後育成クラブは３年生まででした

よね。それで障害がある子供は６年生までい

いというような状況だったと思うんですけれ
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ども、文科省がやっている、ここを利用でき

る生徒の条件とかいうのはあるんでしょう

か。 

 

○小野社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 放課後子ども教室の子供の参加条件でござ

いますけれども、子ども教室を始めた趣旨と

しましては、希望するすべての子供に安全安

心な放課後の居場所をということで開始して

おります。ですので、学年としては１年生か

ら６年生まで。ただ、実態としましては、部

活動との兼ね合いで３年生よりも下、１年生

から３年生というのが多くなっておりますけ

れども、こういう学年じゃないと参加できな

いというような条件的なものは、決めてはご

ざいません。 

 

○平野みどり委員 はい、わかりました。 

 やはり障害のある子供あたりは放課後育成

クラブの方が多いんでしょうか。 

 

○小野社会教育課長 済みません、今手元

に、障害のある子供さんでどれだけ子ども教

室に参加しているかというのは、データとし

ては明確にございません。ただ、今研修とし

まして、放課後児童クラブと放課後子ども教

室の両方の関係者が一緒に研修できるよう

に、少子化対策課と一緒にやっております。

その中で、障害の中でもいろいろございます

けれども、通常学級の中では発達障害の子供

さんがおられる場合等もありますので、子ど

も教室でも児童クラブでも、共通の課題とし

まして、発達障害の子供などがいる場合に、

特に活動の安全面などでどういうところに配

慮したらいいのかということは、共通の研修

テーマとして取り上げて、参加者からも大変

勉強になったというようなことは言っていた

だいております。 

 

○平野みどり委員 市町村と学校によって、

どっちをつくっているということも含めてあ

ると思うので、それを合同で研修されている

ということは、とてもいいことだと思いま

す。 

 もう一つ心配なのは、やっぱり中学生にな

るともう受験だとか部活だとかいって、皆さ

んもちろんそういうのは対象ではないんです

けれども、障害を持っている子供たちの場

合、放課後の居場所というのはとても課題

で、今後そういった部分は考えていかないと

いけないな。福祉の制度を使えればもちろん

いいわけですけれども、そこら辺は今後課題

だなと思いますので、どこかで心の中にとめ

ておいていただけたらなというふうに思いま

す。以上です。 

 

○山本秀久委員 25ページ、文化課。要望し

たいことがあるんですよ。永青文庫の問題

は、細川家は代々文化を大切にしてきた細川

家であったわけです。 

 もう一つ、築城400年の熊本城の問題、加

藤清正の問題、これが全然出てこない。細川

と加藤のコンビで今宣伝しておるようだけれ

ども、加藤の方が薄れているんじゃないか

な。だから、そういう点を文化課はよく考え

て、今後とも、築城400年という、熊本城が

それだけ立証しているんだから、それなのに

１つも加藤家の問題が出てきてないから、か

み合わせないと、せっかくのね   おかし

いんじゃないかな。それを要望しておきたい

と思います。以上です。 

 

○早田順一委員 24ページですけれども、６

番の装飾古墳館、これが入場者の数が、平成

16年のピークの５万1,000人から21年が２万

9,000人と右肩下がりでお客さんというのが

減ってきていますけれども、この要因という

のは何かあるんでしょうか。 
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○小田文化課長 今、早田委員がおっしゃる

ように、５万人から２万8,000人ということ

で、２万数千人減っておるわけでございます

けれども、考えられる主な要因としまして、

１つは21年度それから20年度も少し影響がご

ざいましたけれども、インフルエンザの問題

あるいは口蹄疫等の問題があって、古墳館に

来るお客様というのは、特に子供たちの小学

生が多うございます。これは、よその宮崎、

鹿児島、福岡あたりから、そういうバスで来

る子供たちが非常に減ってしまったというの

が１つございます。 

 それともう一つは、学校がやはり授業時数

を確保するという意味で、総合的な学習の時

間あるいは社会科見学等の時間で来ることが

多かったんですが、環境的になかなか来づら

い状況が１つ出てきたということです。 

 それともう一つは、古墳館の場合は県内の

装飾古墳のレプリカ、本物ではなくてレプリ

カを展示しておりますので、その他、子供た

ちへの古代の体験学習というのを中心に今や

っております。例えば、勾玉づくりだとか火

おこしとか。しかし、今は開館してもう20年

ぐらいになりますので、ある意味ではその辺

で少しニーズにそぐわない、もうちょっとい

ろいろ考えるべきじゃないかというところ

が、あるんじゃないかというふうに今思って

おります。 

 

○早田順一委員 恐らく装飾古墳館の使い勝

手が厳し過ぎて、子供たちだけでなく一般の

方々も、あそこの外の広場を使っていろんな

イベントをするとか、そういう何かもうちょ

っと切りかえていただいて、人が来るような

工面をしていただきたいというふうに思って

おります。教育センターもそうでありますけ

れども、プラネタリウムとか展望台とかある

わけですから、そういったもう少し幅広く考

えていただいて、人が来る工面というのをし

ていただきたいと思います。 

 鞠智城あたりは、10万人以上は毎年来られ

ているんですよ。だから、その辺も一緒にあ

わせてＰＲするとか、いろんな工夫を、それ

と使い勝手をもう少し緩和していただけれ

ば、恐らくインフルエンザ等関係なく来てい

ただけるんだというふうに思っております。

新幹線も開業しますので、ぜひお願いしたい

と思います。 

 

○倉重剛委員 指定管理者について、ちょっ

とお聞きしたい。美術館、今度予算が4,000

万ですか計上されております。この内訳はど

うなってるんですか。発表できますか。でき

なければ、後で聞かせてもらってもいいで

す。美術館分館とも書いてあるけれども、ど

ういう解釈をすればいいの。 

 

○小田文化課長 管理運営は、美術館の分館

の方だけです。本館ではございません。 

 

○倉重剛委員 4,000万というのは、僕はか

なり高いような気がするんだけれども、その

内訳はどうなっているんですか。 

 

○小田文化課長 ただ運営管理あるいは貸し

館、貸し会場、これをやっておりますので、

やはり支配人的な方が１人、あるいはそうい

う館の営業にかかわる方が数名、そういう人

件費等もかなりございます。そしてあと当

然、光熱水費とか照明代とか電気代とか、年

間を通じていろいろ経費がかかります。 

 

○倉重剛委員 後日でいいから、ちょっと明

細を見せていただきたいと思います。 

 それで、これには県の職員はもちろん入っ

てないんでしょう。 

 

○小田文化課長 入っておりません。 

 

○倉重剛委員 入ってないね。後で見せてく
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ださい。お願いします。 

 

○松村昭委員 これは施設課を中心に考えて

いただきたいんですが、学校あたりが合併し

て新しく増築する、そういうところで、まだ

まだコンクリートを使っていますよね。今コ

ンクリートが悪いというわけではないし、街

の場合はやっぱり用地費が高いからやむを得

んのかなと思います。 

 この間、知事も一緒に私ども関係団体で、

木造大型施設の表彰をやったんですよ。県下

にもすばらしい木造建築ができつつありま

す。以前より多くなってまいりました。これ

は非常にいいことだと。熊本県にこれだけ山

があって、この山も使わない方法はないと私

はずっと考えておりまして、その普及に努力

してきたんですが、今申し上げましたよう

に、せっかく合併をして用地もいっぱいある

田舎で、設計の関係か政治的な絡みかわかり

ませんけれども、やはりコンクリートの継ぎ

足しをしたり、そういうところが目につきま

すので、これはせっかく皆さん方が合併をし

て、そして国からの予算をもらって補助を出

す、その段階でもうちょっと県も指導してい

いんじゃないかなというふうに思います。町

村が主体にやるわけですから、どこまででき

るかは別にして、熊本県挙げて、条例までつ

くろうかという話もあるわけですから、そう

いう県産材の普及に努力しておるさなかであ

りますから、その辺を町村もあるいは学校側

もそれから設計側も深く理解をして、もっと

木材の普及に努力する。ひいては県の財産を

ふやすことになりますので、よろしくお願い

したいと思います。これは、要望で結構で

す。答えは要りません。よろしく、お願いし

ておきます。 

 

○守田憲史委員長 なければ、これで教育委

員会にかかわる質疑を終了します。 

 

○瀬口高校教育課長 委員長いいですか。先

ほどの平野委員の御質問の回答ですが、特別

支援学校の就職率が、２月10日現在でござい

ますが、47.2％という数字が今出ておりま

す。以上です。 

 

○守田憲史委員長 教育委員会に係る質疑を

終了します。 

 引き続き、警察本部にかかわる質疑はあり

ませんか。 

 

○早田順一委員 ２点ちょっとお尋ねしま

す。 

 １点は全体的なことなんですけれども、警

察署の問題ですが、合併をやって特に山鹿

は、植木が熊本市になりました、そういった

ことで、地元でもいろんな噂が立っておりま

す。ひょっとしてなくなるんじゃないかと

か、山鹿は何でも、振興局の問題もあって、

みんなよそに出ていくんじゃないかという、

いろんな噂が立っておりまして、この全体的

な警察署の区割りといいますか、そういった

検討というのは今されているんでしょうか。 

 

○金高警務部長 お答えいたします。 

 御案内のとおり政令指定都市への移行を見

据えまして、我が県警では市の行政区の人

口、面積、事件・事故の発生状況あるいは住

民の利便性あるいは警察の業務の効率性、こ

うしたものを勘案しながら、現在、警察署の

管轄区域について慎重に検討を進めていると

ころでございます。しかしながら、現段階で

はその検討状況につきましてまだ申し上げる

状況にはございません。 

 

○早田順一委員 それでは、大体いつごろま

でに決定される予定でしょうか。 

 

○金高警務部長 それにつきましても、まさ

に新幹線の開業状況もございますし、時期に
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ついてもまだ明言できる状況ではございませ

ん。 

 １つ申し上げておきますけれども、政令市

に移行しましても、例えば新潟ですとか岡

山、行政区と管轄区域がいまだ一致しない都

市も実はございます。そういうこともござい

ますけれども、もちろん政令市の区割りと警

察署の区域が一致するのが一番理想ではござ

いますので、その点は我々も認識していると

ころでございます。 

 

○早田順一委員 あと１点。６ページの交通

安全施設費でお尋ねいたしますけれども、

今、県内の道路整備あたりが着々と進んで、

交通事故等も非常に多発しているというふう

に思っておりますけれども、いろんな地域か

らの、例えば信号機の設置とか横断歩道とか

そういった要望が来ているだろうというふう

思っております。特にその信号機に絞って、

現在で地域からの要望というのはどれぐらい

上がっているんでしょうか。 

 

○高野交通規制課長 委員御指摘のように、

信号機の設置要望につきましては交通安全施

設の中でも非常に高うございまして、地域の

要望を受けて各警察署で現地調査を行いまし

て、警察本部の方に上申がなされるわけです

けれども、毎年100以上の要望が上がってき

ております。その中で毎年15％前後の整備率

になりますけれども、設置効果また緊急性あ

たりを総合的に勘案して、必要性の高いもの

から設置しているという現状でございます。

予算の都合がございますので、なかなか要望

に全体的にこたえられるような状況にはない

のが事実でございます。 

 

○早田順一委員 確かに予算面もあるかと思

いますけれども、道路はつくるは交通面が追

いついていかないはでは、やはり県民の安全

性に欠けていると思いますので、その辺はし

っかり警察の方からも要望していただいて、

たった15％ではなくて、恐らくこういう市民

からの要望が上がっているところは、交通事

故とか何らかの出来事があったから要望があ

っていると思いますので、その点もしっかり

予算配分を考えて要望を、財政課にするのか

どこにするのかあれですけれども、しっかり

矛盾がないようにしていただきたいと思いま

す。 

 

○倉重剛委員 痛ましい事件が起きましたで

すね。非常に心の痛む。３歳の子供さんが亡

くなったということで、やっぱり市民の不安

とそれからその痛ましさに心を痛めた人はた

くさんいただろうと思います。県警察はいち

早くこれをスピード検挙をやっていただい

た、これは高く評価します。その不安性を払

拭するためには、どういう内容であったのか

ということが、やっぱり県民の知る権利とし

て、検挙が非常にスピーディーに行われたと

いう、警察官の大変な御努力があったんだろ

うと思います。 

 恐らく異常者だろうという感じがします

ね。普通の大学生の将来のある若者が、何の

ために可愛い子供を殺害しなければいけない

かということを考えるときに、我々が直感す

るのはやっぱり精神異常者じゃないかなとい

う気がいたします。その精神異常者の把握と

いうのをどういうふうに、警察はどういう形

でとらえていらっしゃるのか、把握されてい

るのか。なかなか難しい問題だろうと思いま

す。私も精神病患者の父兄の会の顧問をして

いますので、一見して全くわからないんです

よ。日常の行動、表情から、そういう人に見

えませんけれども。しかし大変な問題だろう

と思うけれども、どういうふうに把握されて

いるか。やっぱり予防的な処置がなされなけ

れば、ああいう事件がまた起きる可能性もあ

るんだろうということで、非常に痛ましさを

実は感じます。 
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 いま１点は、そのスピーディーな検挙に大

きな力を発揮したのが防犯カメラということ

です。テレビあたりを見せていただいて、鮮

明な画面が残っておりまして、この防犯カメ

ラの威力というものをまざまざと知ったわけ

でありますけれども、これは県警察としては

どんなふうに波及し、かつまた予算面あたり

でも一般の民間あたりとどういう競合をされ

ておるのか、この２点についてちょっとお聞

かせ願いたいと思います。 

 

○中尾本部長 今御指摘のあった事件につい

ては捜査中でございまして、県警として精神

異常者がどうかということを決定したわけで

はございませんので、その辺はまず、ちょっ

とはっきりさせてから答弁させていただきた

いというふうに思います。 

 

○吉田刑事部長 今の先生の御指摘の部分

の、まず捜査の状況の部分と防犯カメラ等の

部分の、防犯対策の今後の部分もあろうかと

思いますので、まず事件の絡みの部分で私の

方から、あと防犯カメラの今後の部分につい

ては生安部長の方からまた話があろうかと思

いますけれども、まず最初に事件の部分でご

ざいますけれども、今本部長からありました

ように、なかなか中身の部分、今まさに事件

の渦中にある部分でございます。私も毎日マ

スコミの取材攻勢を受けておりまして、同じ

ようなお答えしかしてないわけでございます

けれども、確かにいろいろな背景があるだろ

うと思いますし、今後のいろいろな防犯対策

も含めまして、この事件の背景、教訓等をぜ

ひ今後に生かしていきたい。ただ、今の段階

では、これはこういう状況だということはな

かなか御質問にお答えできないということを

御理解いただきたいと思います。 

 それと防犯カメラの関係。私もいつも言っ

ております、改めて今回の事件もそうでござ

いますし、先般、東署管内での痛ましい事件

が、お年寄りが殺傷されるという事件がござ

いました。これも報道等でもう御承知のとお

り、インターホンの映像、あるいは被疑者が

車で来てそこの近くの防犯カメラ等によって

被疑者の行動、被疑者は出頭して来たわけで

ございますけれども、そういう中で被疑者の

割り出しができた。今回の事件にしても、し

かりでございます。店内の防犯カメラ、この

映像によっていろんな形の中で被疑者の割り

出しができたということで、私もこの防犯カ

メラの重要性というのを本当に再認識してい

ております。 

 そういう中で、今委員おっしゃいましたよ

うに、犯罪の抑止の面、そしてまた我々のそ

の犯罪の検挙という面でも非常に効果がある

ということを考えますと、我々としても防犯

カメラ等の普及に、警察だけではなくて先生

方のお力もおかりしたいと思っておりますの

で、ぜひ御協力をお願いしたいと思います。 

 それと精神障害者の関係につきましては、

今本部長も申しましたように、いろいろな背

景がございます中で、ちょっとこの場でのお

答えは差し控えさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 

○吉村生活安全部長 今、刑事部長からも話

をしましたとおり、本件がそういったものに

起因するかどうかわかりませんので、一般論

として申し上げますと、熊本県医療監察制度

運営連絡協議会というのがありまして、心身

喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の

医療及び観察等に関する法律というものがご

ざいます。こういった法律に基づきまして、

処遇に関する情報交換や当面の課題を協議す

る会議といったものがございます。そういっ

た場で情報の交換をするとか、そのほか熊本

県精神救急医療システム連絡調整委員会、こ

ういった委員会もありまして、これは一般論

でございますが、そういったところでの情報

の交換をする機会はあると思います。 
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 ただ、そのほかに、どうも何か変質行為を

やっているんじゃなかろうかとか、そういう

ことでドクターが思われても、それはやっぱ

り医師法上の個人情報の問題がありますの

で、それを「おかしいんじゃないですか」と

いうような形で警察に個人名等の個人情報を

提供されるというような状況ではございませ

ん。 

 それから、今回の事件でございますが、ま

さに常識を逸脱するというか、これまでの常

識では考えられないような事件が現実に起き

てしまいました。だから、そういう人間が、

この熊本にやっぱりいたということですね。 

 それからもう一つは、２月14日、これは尾

ノ上の市営団地でやはり殺人事件がありまし

た。それから、その後の23日だったでしょう

か、今度は渡鹿でありました。それから今回

の３月３日、人命が奪われる事件が３週間の

間に３件も続けて起きております。全国トッ

プニュースと。前回、これまで私は報告をし

てきましたが、平成15年をピークに16年以降

７年連続で熊本の犯罪発生件数は順調に減っ

てまいりました。大半の事件は、半数近くま

で減ってきました。 

 ところが、こういった事件が起きてしま

う。これは、やはり総数が減ったからと絶対

に喜べない。県民の皆さんの体感治安という

ことでは、非常に大きな不安を与えたという

ことを認識しております。 

 そこで、山本先生からも先ほどちょっとお

話がありましたけれども、この根底にあるも

のは何なのか、犯罪を防止していくために

は、そこからやはり分析をしなければいかぬ

と思います。だから今回の事件も、捜査の進

展を待って、どういった背景でこの事件が起

きてきたのか、そういった分析を行った上で

対策に役立てたいと思います。 

 それから一般論で申し上げますと、やはり

これは教育の場にも関係が及ぶことかもしれ

ませんが、前回も申し上げました、日本の高

い治安というのは高度な規範意識それから地

域の絆、こういったものが支えてきた。とこ

ろが、そういったものが危うくなって、これ

から熊本県警としても全国県警でも、そうい

ったものの再建のために取り組んでまいりま

すということを先議の場で御報告したところ

でございますが、現実に目をやりますと、い

じめの問題、引きこもり、無関心、格差社

会、それから児童虐待、高齢者虐待等々非常

に悩ましい問題が、現代の社会の病理現象と

も言えるようなものがあります。 

 そういった背景の中で、このような痛まし

い事件が県下で起きている。こういった視点

から、こういったものの社会の病理現象的な

治安の背景になっているものを分析した上で

対策を講じていきたい。県警では、その一環

としまして、２年前になりますが、子ども・

女性対象犯罪対策班という組織を立ち上げま

した。班長以下７名の体制でございますが、

単に事件が起きたからではなくて、何となく

そういう性犯罪につながりそうな声かけ行動

であるとか、そういうのを前兆行動といいま

すけれども、そういったものの情報をつぶさ

に集めて、検挙すべきものは検挙し、それか

ら、これは下手をすると何かやりそうだとい

うものは、先制的に指導・警告をして、絶対

に起こさせない、起きたらだめなんだという

ことで対策を講じてきました。ところが今

回、残念ながらこの事件を防ぐことができな

かった。弱者であります子供でありますとか

高齢者の方が尊い命を奪われたということ

で、さらにこういった弱者に対する犯罪の対

策、こういったものを強化していく必要があ

るというふうに認識をしております。 

 それから防犯カメラの件でございますが、

そういった県警としての活動のほかに、今刑

事部長も話しましたとおり、その犯人の航跡

といいますか、我々の言葉でトレーサビリテ

ィーといいますけれども、このことの設置に

よって追跡が非常に、可能になりました。検
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挙活動には非常に有益な状況になりました。

先般、熊本市と県警の連絡協議会でもこうい

った話をしまして、ぜひ中心繁華街も含め

て、公園それから繁華街、そういった犯罪の

起きやすい場所に対する防犯カメラ、防犯設

備、防犯灯、こういったもののハード面での

整備をお願いしたところでございます。 

 こういったふうに、いろんなソフト、ハー

ド面での対策がございますけれども、こうい

った一日も早く、少しでも県民の不安感を払

拭するための対策を進めてまいりたいと思っ

ております。以上でございます。 

 

○倉重剛委員 はい、ありがとうございまし

た。 

 何度も申し上げますけれども、本当に痛ま

しくて、やっぱり怒りを抑えることができな

いような事件、特に弱い子供が対象になって

おりますので。 

 ちまたでは、こういう話があるんですよ。

結果的に犯人のその処罰については精神異常

ということで片づけられて、被害者たる家族

は大変な思いをするだろうということを考え

るときに、より怒りを覚えますね。 

 私はなぜこういう質問をしたかというと、

実は、この子供さんは私の知り合いの保育園

の子供さんなんですね。だから語るだけでも

本当に憤りを感じますけれどもね。今、吉村

部長から総合的に対応についてはお言葉をい

ただいて、非常に力強く思います。どうか、

子供たちを守ってください。それから教育面

においても非常に大事なことだし、しかも対

象者の犯人が大学生という不名誉な状況にな

っておるわけでありますけれども、どうかひ

とつ……。これは決して行政だけの話ではな

くて、我々も含めて、県民・市民が一丸とな

ってこういう犯罪をなくしていこうという機

運を高めていく必要があるだろうということ

を思います。 

 どうかひとつ頑張ってください。以上で

す。 

 

○平野みどり委員 とにかく、この問題に関

しては慎重に対応していただきたいと思いま

す。 

 話は全然違うんですけれども、今回、健軍

の東警察署が建てかえになりますよね。こう

いった状況の中で、例えば加害者も被害者も

いろんなパターンの人たちがいらっしゃると

思います。外国人であったり何らかの障害が

あったりする人も、被害者にも加害者にも不

幸にしてあるかもしれません。そういうよう

な形で例えば取り調べをしていくとき、可視

化の問題もありますけれども、例えば聴覚障

害者の方の場合は手話通訳が要る、外国の方

の場合は通訳者が要るというようなこと、あ

るいは性的な被害を受けた場合に、その方が

安心できるような環境状況が、その警察署内

に設けられるかどうかも含めて多角的に、21

世紀の警察署ですから、デザインも含めて機

能も含めて当然考えていかれると思いますけ

れども、ぜひやっていただきたい。 

 そこで、私たちもこれまで県が建てるいろ

んな施設で、バリアフリーの問題も含めて、

障害を持っている人たち、私たち車椅子だけ

ではなくて、いろんな人たちがいらっしゃい

ます。それこそ発達障害の方もいらっしゃれ

ば聴覚障害の方たちもいらっしゃいますけれ

ども、そういう方たちも含めてぜひ、この計

画を立てるときに参画をさせていただきたい

という思いです。県営の施設の場合、当然声

がかかりますけれども、でも、もう固まって

しまってから「ここはどうですか」と言われ

てもどうしようもない場合があるので、こう

いったソフトの部分も含めて、こういう計画

を立てていますみたいなところは可能な限

り、もちろん警察の中の施設ですから、ここ

は秘密ですというようなところもあると思い

ますけれども、いろんなパターンの方たちが

警察のお世話になったり、被害者の家族の方
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も警察署を利用されたりというようなことも

含めて、総合的に考えていただきますよう

に、そして参画させていただきますようにお

願いしたいと思います。どなたか御答弁いた

だけたらと思います。 

 

○緒方会計課長 東署の複合施設建設につき

ましては、先ほど説明いたしましたとおり21

年度に基本設計をやったわけですけれども、

その前に熊本東署の建設委員会というのをま

ず立ち上げております。委員長は、隣にいる

警務部長が委員長でございます。各部門から

刑事、生安、交通、警備ですね。特に生活安

全あたりを少年を持っておりまして、少年補

導室の関係ですね。それから留置場が本部の

集中留置場ができますので、刑事部とかがや

る。そういったもろもろの部で検討をやりま

して、それからバリアフリーあたりの関係

も、設計委託業者と十分打ち合わせながらや

っていきますので、今後50年使う施設でござ

いますので、そういった今後の社会情勢の変

化に対応できるような施設をつくっていきた

いと考えております。以上でございます。 

 

○平野みどり委員 当事者が参画できなかっ

た状況があるみたいで、ちょっと残念ですけ

れども、県がお金を出してＵＤバリアフリー

というふうにしてやっていくときに、かなり

いろんな場面で、今回の九州新幹線もそうで

すけれども、当事者の視点というのをきちん

と入れていくんですね。今回は残念ですけれ

ども、今からでも遅くない部分に関しまして

は、いろんな団体にも御意見をいただくよう

な形で取り組みをしていただきたいというこ

とを、要望させていただきます。以上です。 

 

○守田憲史委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （発言する者なし) 

○守田憲史委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第56号、第60号、第63号、第91号から94

号まで及び第101号について、一括して採決

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第56号外７件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第56号外７件は原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

て、よろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申し出が１件あってお

ります。まず、報告について執行部の説明を

求めた後、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 それでは、教育委員会瀬口高校教育課長か

ら報告をお願いします。 

 

○瀬口高校教育課長 県立特別支援学校整備

計画案について、御報告いたします。 

 県立特別支援学校の整備につきましては、

平成21年度に立ち上げました熊本県県立特別

支援学校教育整備推進協議会から報告書の提

出を受けまして、その報告内容をもとに、先

日の３月定例教育委員会で整備計画案を決定

いたしました。 

 お手元の資料には、１枚目に計画案骨子

を、２枚目以降に計画案を綴じ合わせており
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ます。本日は、１枚目の骨子に沿って御説明

させていただきます。 

 本整備計画は、１、計画の目的に記載して

おりますように、県立特別支援学校が抱える

喫緊の課題への早急な対応を図るため、県教

育委員会として今後、整備の方針及び整備の

内容を示すものでございます。 

 ２、整備期間及び計画内容の枠囲みの中を

ごらんください。 

 平成22年度から平成26年度に整備または整

備の検討に着手する内容を、①から④まで記

載しております。 

 このうち網かけをしております①、②の

１、③の１の３つにつきましては、整備計画

に記載するとともに最優先事項として取り組

みを開始しているものでございます。 

 まず、編かけの①は、今回基本構想策定費

として当初予算の御審議をお願いしておりま

す件でございます。 

 また、編かけの②の１及び③の１は、既に

６月議会で補正予算措置をいただきました３

校の高等部分教室設置の件でございます。現

在、４月の開設に向けて最終準備を進めてい

るところでございます。 

 ②の１後半になお書きしておりますけれど

も、分教室整備後も熊本市の児童生徒数の増

加が予想されるため、その整備につきまして

は熊本市と協議することとしております。 

 また③の２でございますが、現在、知的障

害特別支援学校がない鹿本地域については、

既存施設を活用した整備を検討することとし

ております。 

 ④は、これまで養護学校と呼んでいた各学

校の名称を変更するものでございます。 

 次に、平成27年度以降の整備内容としまし

ては、⑤軽度知的障害生徒を対象とする高等

部のみの特別支援学校等について、既存施設

を活用した整備を検討することと、⑥校舎の

改築期を迎える学校については、その時点の

社会情勢等を踏まえて整備を検討することの

２点を明記しております。 

 最後に、１枚目骨子の裏面をごらんくださ

い。 

 今後の予定でございますが、３月中旬から

４月中旬をめどに、パブリックコメントを実

施いたしまして、５月の定例教育委員会にお

いて整備計画を決定する予定です。 

 県立特別支援学校整備計画案についての報

告は、以上でございます。 

 

○倉重剛委員 整備計画、きょう配付される

とは知らなかったので、まだ熟読してないん

ですけれども、先般、本会議で公明党の城下

君が質問しました、例の横手の新校設置につ

いて、関係者の１人として御礼申し上げたい

と私は思うんです。従来からずっと運動展開

をしてきたことが、現実的に   しかし、

びっくりしたのは突然出てきたんですね。驚

いた方が実は大きかったんですけれども、そ

れは横に置きまして、いろいろ質問内容が私

の手元に来ているんですよ。これをちょっ

と、お答えいただければと思います。中に

は、僕があれっと思うような質問もあります

けれども、正直言って質問は７問来ていま

す。ちょっと読ませていただきますけれど

も、なぜ新校予定地を今のこの県警第２別館

跡地につくったのか、選定したのかという理

由が１つ。それから、地域住民への説明の際

の反応はどうであったか。これは、たしか教

育長がお答えになったような気がしますけれ

どもね。それから、今なぜ重度重複障害を対

象とした新校設置が必要なのか。それからイ

ンクルーシブ教育が言われ出した今日、重度

重複障害児童生徒を対象として学校をつくる

意義は何か。新校設置について、関係の保護

者の意向はどうなっているのか。ちょっと長

くて申しわけない。それから熊本市の協議は

どうなっているのか。平成23年の基本構想で

の検討内容は何か。これは今ちょっと見せて

いただいたのでこれは省きますけれども、６
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つについて答えられるものがあったら答えて

ください。わかる。 

 

○瀬口高校教育課長 まず、横手の候補地と

しましては、重度、重複の子供たちが非常に

重篤な状況がございますので、その重篤な患

者等に対応可能な救急救命センターが設置さ

れている医療機関、熊本県には日赤、国立医

療センター、済生会とかございますけれど

も、そこに最も近い県有地の中から選定いた

しまして県警第２別館跡地というふうに選定

したところでございます。 

 

○倉重剛委員 次は、地域住民への説明の際

の反応はどうであったかということ。 

 

○瀬口高校教育課長 地域住民の方々にも２

月当初、新聞掲載の少し前ぐらいから説明に

参りまして、城西校区の自治会役員の方々を

初め周辺の方々、185軒に上りますけれど

も、対面して135軒、不在のところは文書

で、概要のチラシ等を配布し説明に当たった

ところで、住民の方々からは非常に好意的に

受けとめていただいております。今後も、基

本構想策定の中でいろいろ説明会等もまた開

いていきまして、丁寧な説明を行っていきた

いというふうに思っております。 

 

○倉重剛委員 これは１番目と関係しますけ

れども、なぜ今、重度重複障害を対象とした

新校設置が必要なのか。 

 

○瀬口高校教育課長 必要性につきまして

は、現在、熊本市周辺でございますが、熊本

養護学校を中心に非常に、医療的ケアを受け

る子供たち、また健康状態に非常に特段の配

慮を必要とする子供たちが多数在籍しており

ます。その中でも熊本養護学校には、先生方

ごらんいただいておわかりのように、知的障

害の子供たちも多数在籍しておりますので、

その同じ空間で学ぶということは非常に危険

性も指摘されておりました。それで両校、熊

本養護学校とか松橋養護学校がそのたくさん

の生徒を抱えておりますけれども、そういう

医療機関と非常に離れているために、緊急対

応に非常に不安があったということで、現

在、整備協の報告からも最優先課題というふ

うに報告を受けておりましたので、こういう

ことになったわけでございます。 

 

○倉重剛委員 はい、わかりました。 

 それからインクルーシブ教育が行われ出し

た今日、重度重複障害の児童生徒を対象とし

た学校をつくる意義は何か。 

 

○瀬口高校教育課長 意義と申しますと…… 

 

○倉重剛委員 これは、いい。私はわかって

いるから。 

 それから新校設置についての関係の保護者

の意向はどうだったのかということですね。

もちろん、説明は終わっていますか。 

 

○瀬口高校教育課長 はい。関係保護者に

は、これまで２回ほど説明会をしておりまし

て、直接保護者の意見を聞いております。そ

の中では非常に前向きに検討してほしいとい

う強い要望を受けておりまして、そういうこ

とで、多分応援をしていただけると思いま

す。 

 

○倉重剛委員 最後に、熊本市の協議はどう

なっているのか。熊本市も、そういう構想を

持っていたという事例がありますからね、そ

れを含めて。 

 

○瀬口高校教育課長 熊本市が現在、検討委

員会を開催しておりまして、その中に本県の

方からもオブザーバーとして参加しておりま

す。また熊本養護学校の校長も委員の中に入
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っておりまして、県外の抱えている特別支援

学校の課題等については、情報等も提供し説

明をしているところでございます。熊本市と

しては、本県の整備計画をもとにまた検討を

進めてまいるということでございますので、

今後、市と県とでいろいろ協議を進めてまい

りたいというふうに思っております。 

 

○倉重剛委員 ありがとうございました。 

 そういうことで、教育委員会は非常に積極

的に、しかも深く静かに潜行していただい

て、こういうすばらしいプレゼントをしてい

ただいたということに対して心から感謝申し

上げたいと思います。 

 これは余談ですけれども、議会の１階のス

ペースを利用して、各養護学校の製品を展示

したりなんかしているんです。これは熊本養

護学校が始めたんですね。教育長は見られた

ことがありますか。(｢はい、見ました」と呼

ぶ者あり)関係者は、ぜひ見てもらいたい。

知事は見たかとこの前聞いたら、見ましたと

言っていたから、ぜひ関係者は見ていただき

たい。立派な作品がたくさんあります。どう

か、こういう恵まれない弱き彼らに対して手

を差し延べていただくということに対して感

謝します。ありがとうございました。以上で

す。 

 

○平野みどり委員 関連です。私のところに

も同じような質問が来ているんですけれど

も、結局、くまもと江津湖療育医療センター

の中に分校をつくろうということが、駐車場

スペースがとれないということでとんざしま

したよね。医療機関のそばだったら安心とい

うことで、熊本養護学校の分校はということ

が最初模索されたわけですが、それがうまく

いかなかった。そういって今回、私もいきな

り聞いてびっくりしたんですけれども、でき

ることは私も受け入れたいというか、いいこ

とだろうというふうに思います。 

 ただ、これがタイミングが本当に、どっち

が先だったのかなというふうな疑問を持たれ

ている方たちがいらっしゃる。つまり、最初

からこの医療的なケアが要る子供たちの分校

なり学校が横手の方にできるという、敷地な

り確保ができているとするならば、熊本養護

学校の敷地はあくわけですから、わざわざ聾

学校の中に分教室をつくらなくてもよかった

んではないか。これ最初からもうわかってい

て、聾学校の中の分教室をつくりたいがため

に、こういった情報のタイミングだったんじ

ゃないかというふうにうがって考えられる方

たちもおられるんですよね。ですから、そこ

の心配というのは、恐らく聾学校の方たち

が、このままどんどん、今回も26名ですか、

応募されていて、どんどんふえていって、敷

地はありますので、そこが熊本養護学校の第

２分校みたいな形になっていきはしないかと

いうようなことを心配されているんだろうと

思うんですね。それに関して、前も私は言い

ましたけれども、聾の方とかはやはり普通の

人たちと違う就労だったり就学の支援が要

る、福祉のサービスとの連携というのはとて

も必要なので、長嶺にある聴覚障害者の情報

提供センターとか、いろんなものが１カ所に

集約されると、本当に情報保障という意味で

はいいわけで、東町の今の聾学校、今、分教

室をつくっていますけれども、あそこをやは

り総合的に今後どうやって聴覚障害の皆さん

たちが安心して学び、そして就労し就学し、

そして社会人としてその後も情報を共有でき

るかというようなことを、やっぱり考えてい

く時期がもうそろそろ来ているんだろう、教

育委員会だけの話ではないですからね。そう

いう部分は、ぜひ今後他の部署とも協議をし

ていっていただきたいなというふうに思いま

す。 

 それともう１点。今なぜ養護学校の設置な

のかという部分です。私も、説明に来られた

ときに、なぜ、熊本養護学校の分校ではいけ
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ないんですかと、改めてそこに校長先生がい

て、教頭先生が２人いたりするような新たな

養護学校を１つつくるというのは、確かにイ

ンクルーシブというような流れの中でどうな

のかなというふうに正直思ったんですけれど

も、その点に関してはいかがでしょうか。 

 

○瀬口高校教育課長 先ほどの必要性につき

ましては御説明したとおりでございますが、

子供たちの実態が、健康面で特段の配慮を要

する、危険性も非常に心配されているという

状況で、分校となりますと、管理職、校長が

本校におって、分校の方には校長がいないと

いう状況になりますので、そういったところ

で危機管理面で、最終責任者がやっぱりそこ

にいないと、決断する際に非常に時間を要し

たり難しい場面に遭遇したりするというふう

に思いますので、ぜひ本校として設置したい

というつもりでおります。 

 

○平野みどり委員 私は理解しています。で

すから、重度の子供たちだけの学校となる

と、やはりその子供たちの存在も含めて、そ

の子供たちの刺激も含めて、やっぱり固定化

されてしまうので、ぜひとも、説明でも受け

ましたけれども、地域の学校との連携とか、

交流になりますけれども、そういう部分はと

ても大事に今後やっていただきたい。義務制

の方との協議になってくるので、熊本市とぜ

ひ連携していただきたいというふうに要望し

ておきます。以上です。 

 

○倉重剛委員 いずれにしても、非常に感謝

します。ありがとうございました。 

 

○早田順一委員 済みません、最後に。地元

のことで申しわけございません。 

 ３の２の鹿本地域に既存施設を活用した整

備を検討するということで、山鹿の方も今空

き教室を検討されておりますけれども、県の

方からスムーズに移行できるように、しっか

り指導していただきたいというふうに思って

おりますので、その打ち合わせを山鹿とぜひ

していただきたいと思います。これは要望で

す。お願いします。 

 

○守田憲史委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

  （発言する者なし) 

○守田憲史委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書が１件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午後０時37分閉会 

   

○守田憲史委員長 なお、本年度最後の委員

会でございますので、一言ごあいさつを申し

上げます。 

 この１年間、船田副委員長を初め委員各位

の御協力をいただきながら委員会運営を行っ

てまいりましたが、委員各位におかれまして

は、さまざまな諸問題につきまして終始熱心

な御審議を賜り、まことにありがとうござい

ました。 

 また、教育長、県警本部長を初め執行部の

皆さんにおかれましても、常に丁寧な説明と

答弁をいただき、心から厚く御礼申し上げま

す。 

 また、この春勇退される執行部の方もおら

れると思いますが、これからも御健康に留意

され、県勢発展のためにお力添えをいただき

ますよう、お願い申し上げます。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆さんの今後のますますの御健勝と御活

躍を祈念いたしまして、簡単でございますが

ごあいさつとさせていただきます。 
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 副委員長からも、一言ごあいさつをお願い

します。 

 

○船田公子副委員長 一言ごあいさつ申し上

げます。 

 １年間、守田委員長のもとで委員会運営を

務めさせていただきましたが、委員各位にお

かれましては、御指導、御鞭撻をいただきま

して大変ありがとうございました。 

 また、執行部の皆さんにおかれましても、

諸問題につきまして真摯に対応していただ

き、心から厚く御礼申し上げます。 

 また委員長のお話にありましたように、中

でもこの春勇退される執行部の方におかれま

しては、長い間県政に携わっていただき、本

当に御苦労さまでございました。今後とも、

県勢発展のために、さらなる御理解とお力添

えをいただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 最後になりましたが、委員各位の皆様、執

行部の皆さんの今後のますます御健勝と御活

躍を御祈念いたしまして、簡単ではございま

すがごあいさつをさせていただきます。まこ

とにありがとうございました。 

 

○守田憲史委員長 それでは皆さん、大変御

苦労さまでした。ありがとうございました。

  午後０時39分 
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